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旧学制下長野県の小学校教員検定制度





一
　
研
究
の
目
的
及
び
方
法

本
稿
は
、
旧
学
制
下
小
学
校
教
員
検
定
制
度
に
関
す
る
府
県
比
較
研
究
の
一
環
を

な
す
も
の
で
あ
り
、
長
野
県
の
小
学
校
教
員
検
定
制
度
の
形
成
か
ら
廃
止
ま
で
の
過

程
を
再
検
討
す
る
と
と
も
に
、
他
府
県
の
小
学
校
教
員
検
定
関
係
規
則
と
比
較
す
る

こ
と
に
よ
り
、
長
野
県
小
学
校
教
員
検
定
制
度
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
。

戦
前
日
本
の
小
学
校
教
員
検
定
制
度
史
研
究
の
必
要
性
は
、
船
寄
俊
雄
が
「
小
学

校
教
員
養
成
史
は
師
範
学
校
史
と
同
一
で
は
な
く
、
検
定
試
験
制
度
史
を
合
わ
せ
て

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
そ
の
研
究
は
完
結
し
な
い
」、「
小
学
校
教
員
養
成
史
研
究
を

完
結
さ
せ
る
た
め
に
は
、
必
ず
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
」
と
指

摘
し
て
い
た
一
。
研
究
の
進
め
方
に
関
し
て
も
、
実
施
主
体
が
都
道
府
県
で
あ
り
、

史
資
料
の
残
存
状
況
の
関
係
も
あ
り
、
都
道
府
県
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
た
。
先
行
研
究
で
は
、
秋
田
、
兵
庫
、
宮
城
、
静
岡
、
東
京
、
大
阪
、

岡
山
、
群
馬
、
埼
玉
、
栃
木
、
北
海
道
、
京
都
各
府
県
の
小
学
校
教
員
検
定
制
度
が

検
討
さ
れ
事
例
研
究
も
進
展
し
て
き
た
二
。
本
稿
で
は
長
野
県
を
取
り
上
げ
る
。

長
野
県
の
小
学
校
教
員
検
定
に
関
し
て
は
、二
種
の
教
員
検
定
試
験
（
試
験
検
定
、

無
試
験
検
定
）
の
う
ち
、
試
験
検
定
で
は
小
学
校
本
科
正
教
員
（
以
下
、
小
本
正
と

略
記
）、
小
学
校
専
科
正
教
員
（
専
正
）、
小
学
校
准
教
員
（
小
准
）
の
三
種
に
お
い

て
合
格
者
数
（
一
九
〇
〇
―
四
〇
年
度
の
総
数
）
が
全
国
最
多
で
あ
っ
た
三
。
小
本

正
の
合
格
者
数
は
東
京
府
（
第
二
位
、
二
一
〇
六
名
）
と
ほ
ぼ
同
数
の
二
一
五
二
名

で
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
二
種
、
す
な
わ
ち
尋
常
小
学
校
本
科
正
教
員
（
尋
本
正
）、

尋
常
小
学
校
准
教
員
（
尋
准
）
の
合
格
者
数
も
上
位
（
尋
本
正
・
第
一
三
位
、
尋
准
・

第
三
位
）
に
位
置
し
て
い
た
。
長
野
県
は
小
学
校
教
員
検
定
制
度
、
特
に
試
験
検
定

制
度
が
活
用
さ
れ
た
、
特
徴
を
有
す
る
県
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

長
野
県
学
務
課
が
検
定
試
験
問
題
集
を
編
集
し
て
お
り
四
、
同
県
学
務
課
自
体
が
積

極
的
に
小
学
校
教
員
検
定
試
験
制
度
を
利
用
し
た
節
が
あ
り
、
そ
の
点
で
も
興
味
深

い
対
象
で
あ
る
。
史
資
料
の
点
で
も
長
野
県
は
「
明
治
以
降
戦
前
ま
で
の
間
の
都
道

府
県
庁
の
教
育
関
係
文
書
を
か
な
り
大
量
に
保
存
し
て
い
る
」
都
道
府
県
の
一
つ
で

あ
り
、「
と
く
に
豊
富
な
」
八
県
（
岩
手
、
宮
城
、
埼
玉
、
長
野
、
滋
賀
、
奈
良
、

愛
媛
、
宮
崎
）
の
う
ち
の
一
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
五
。

長
野
県
の
小
学
校
教
員
検
定
制
度
は
長
野
県
教
育
史
刊
行
会
編
集
・
発
行
『
長
野

県
教
育
史
』（
全
一
八
冊
）
に
お
い
て
検
討
さ
れ
、
検
定
対
象
者
、
試
験
科
目
、
検

定
方
法
が
検
討
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
出
願
方
法
、
願
書
書
式
に
含
ま
れ
た
品
行
・

性
行
調
査
等
の
人
物
評
価
の
要
素
は
見
落
と
さ
れ
、
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

ま
た
、『
長
野
県
教
育
史
』、
長
野
県
編
『
長
野
県
史
』（
長
野
県
史
刊
行
会
、
通

史
編
一
一
冊
、
近
代
史
料
編
第
九
巻
・
教
育
）
収
載
の
県
令
で
は
提
出
書
類
書
式
の

一
部
が
省
略
さ
れ
て
い
た
た
め
、『
長
野
県
報
』
に
よ
り
長
野
県
令
及
び
長
野
県
告

示
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、『
長
野
県
教
育
史
』、『
長
野
県
史
』
に
収
載
さ
れ
て
い
な

い
県
令
及
び
県
告
示
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、『
長
野
県
報
』
に
よ
り
県
令
及
び
県
告
示
を
再
確
認
し
た

上
で
、
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
検
討
と
同
様
に
、（
一
）
出
願
方
法
、（
二
）
試
験
実
施

旧
学
制
下
長
野
県
の
小
学
校
教
員
検
定
制
度
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時
期
・
回
数
、
試
験
場
、（
三
）
試
験
科
目
、（
四
）
検
定
方
法
・
合
否
判
定
基
準
、（
五
）

検
定
手
数
料
の
五
点
に
留
意
し
、
長
野
県
小
学
校
教
員
検
定
制
度
の
形
成
か
ら
廃
止

ま
で
の
過
程
を
、
よ
り
詳
細
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
他
府
県

の
事
例
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
長
野
県
の
制
度
的
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
。

な
お
、
本
稿
は
長
野
県
師
範
学
校
制
度
と
合
わ
せ
て
検
討
す
る
た
め
の
覚
書
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
小
本
正
の
資
格
取
得
を
念
頭
に
お
い
て
お
り
、
仮
免
許
状
規
則
、

准
教
員
養
成
、
専
科
教
員
は
必
ず
し
も
網
羅
で
き
て
い
な
い
。
ま
た
『
長
野
県
教
育

史
』、『
長
野
県
史
』
に
収
載
さ
れ
て
い
な
い
小
学
校
教
員
検
定
に
関
す
る
長
野
県
令

及
び
長
野
県
告
示
は
可
能
な
限
り
掲
載
し
た
が
、
書
式
等
で
重
複
す
る
も
の
が
多
い

場
合
は
一
部
を
掲
載
す
る
に
止
め
た
。
ご
了
承
願
い
た
い
。

二
　
長
野
県
の
有
資
格
者
の
割
合
、
検
定
合
格
率

関
係
規
則
の
検
討
に
先
立
ち
、
長
野
県
の
小
学
校
教
員
に
お
け
る
有
資
格
者
、
特

に
本
科
正
教
員
の
割
合
、
小
学
校
教
員
検
定
合
格
率
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

小
学
校
教
員
に
お
け
る
有
資
格
者
に
関
し
て
は
表
一
を
参
照
さ
れ
た
い
。
特
に
本

科
正
教
員
に
注
目
す
る
と
四
一
、九
％
（
一
九
〇
〇
年
度
）
か
ら
始
ま
り
、
徐
々
に

本
科
正
教
員
の
割
合
が
高
ま
り
、
一
九
三
三
年
度
の
八
〇
％
が
最
も
高
く
、
そ
の
後

は
減
少
し
て
い
っ
た
。
四
一
、九
％
と
い
う
数
値
は
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
た
限
り
で

は
最
も
低
い
値
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
静
岡
、
東
京
、
大
阪
、
群
馬
、
岡
山
、

北
海
道
、
京
都
の
各
道
府
県
を
調
べ
て
き
た
が
、
最
高
値
は
京
都
府
（
六
七
、五
％
）

で
あ
り
、
最
低
は
北
海
道
（
四
九
、二
％
）
で
あ
っ
た
。

検
定
合
格
率
に
関
し
て
は
表
二
を
参
照
さ
れ
た
い
。
無
試
験
検
定
で
も
一
〇
〇
％

の
年
度
は
多
く
な
く
、
合
格
率
一
桁
（
専
正
・
一
九
三
二
年
度
）
あ
る
い
は
合
格
者

無
し
（
尋
本
正
・
一
九
〇
六
年
度
）
の
年
度
が
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

尋常科 高等科
計 割合正教員 准教員 代用教員 専科正教員 正教員 准教員 代用教員 専科正教員

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 正教員 准教員 代用 専正 非正教員
1900 1,007 52 801 20 563 263 4 5 455 48 59 0 294 115 27 12 3,725 41.9 23.6 33.2 1.3 56.8 
1901 1,079 53 879 42 321 213 9 8 532 53 87 1 313 112 31 14 3,747 45.8 26.9 25.6 1.7 52.5 
1902 1,111 54 890 72 289 206 13 45 573 58 144 1 298 85 40 78 3,957 45.4 28.0 22.2 4.4 50.2 
1903 1,169 57 777 72 157 139 12 53 621 65 152 1 158 64 29 126 3,652 52.4 27.4 14.2 6.0 41.6 
1904 1,145 114 659 62 162 148 37 39 634 56 115 1 118 86 22 127 3,525 55.3 23.7 14.6 6.4 38.3 
1905 1,184 136 604 61 240 198 1 24 676 56 123 2 173 129 25 108 3,740 54.9 21.1 19.8 4.2 40.9 
1906 1,183 151 604 59 301 231 3 27 708 62 126 2 238 141 29 100 3,965 53.1 19.9 23.0 4.0 42.9 
1907 1,243 211 585 70 482 299 6 28 711 52 105 2 238 121 33 81 4,267 52.0 17.9 26.7 3.5 44.6 
1908 1,528 320 602 83 731 470 20 62 483 16 45 1 117 70 29 76 4,653 50.4 15.7 29.8 4.0 45.5 
1909 1,636 332 675 102 911 516 27 90 451 7 27 67 41 27 58 4,967 48.8 16.2 30.9 4.1 47.1 
1910 1,685 358 713 124 977 489 35 148 470 10 24 1 62 29 31 37 5,193 48.6 16.6 30.0 4.8 46.6 
1911 1,797 419 790 132 910 457 44 169 502 8 13 51 19 32 50 5,393 50.5 17.3 26.6 5.5 44.0 
1912 1,898 486 796 124 767 361 47 210 536 6 12 1 40 19 44 51 5,398 54.2 17.3 22.0 6.5 39.3 
1913 1,971 480 704 106 693 324 54 212 525 7 13 1 24 12 44 42 5,212 57.2 15.8 20.2 6.8 36.0 
1914 2,012 517 677 102 687 319 59 226 527 9 13 18 12 46 45 5,269 58.2 15.0 19.7 7.1 34.7 
1915 2,071 556 639 94 693 339 61 221 553 8 12 1 28 9 50 53 5,388 59.2 13.8 19.8 7.1 33.7 
1916 2,068 561 596 82 723 353 59 226 572 10 4 1 26 11 57 50 5,399 59.5 12.7 20.6 7.3 33.3 
1917 2,141 586 568 81 779 372 69 239 567 4 6 38 9 50 44 5,553 59.4 11.8 21.6 7.2 33.4 
1918 2,237 652 605 146 699 326 85 273 551 3 11 52 6 42 46 5,734 60.0 13.3 18.9 7.8 32.2 
1919 2,232 726 621 168 706 327 84 320 634 9 11 36 5 39 31 5,949 60.5 13.4 18.1 8.0 31.5 
1920 2,347 757 564 181 749 277 101 327 682 1 12 1 26 4 30 31 6,090 62.2 12.4 17.3 8.0 29.8 
1921 2,352 755 582 167 793 249 98 304 722 2 18 1 43 2 41 31 6,160 62.2 12.5 17.6 7.7 30.1 
1922 2,385 750 647 155 806 238 107 333 790 8 17 35 30 21 6,322 62.2 13.0 17.1 7.8 30.0 
1923 2,496 804 703 132 807 191 135 350 851 5 25 55 2 33 31 6,620 62.8 7.7 15.9 8.3 23.6 
1924 2,541 835 691 99 751 180 169 354 875 7 22 1 54 1 42 23 6,645 64.1 12.2 14.8 8.8 27.1 
1925 2,693 908 657 86 734 159 138 343 905 8 17 40 2 50 24 6,764 66.7 11.2 13.8 8.2 25.1 
1926 2,865 932 614 72 660 130 183 352 1,091 12 18 67 6 64 43 7,109 68.9 9.9 12.1 9.0 22.0 
1927 3,102 964 574 62 571 126 203 337 1,126 10 16 57 4 80 53 7,285 71.4 8.9 10.4 9.2 19.4 
1928 3,290 968 501 51 580 139 211 346 1,106 9 17 71 2 64 56 7,411 72.5 7.7 10.7 9.1 18.4 
1929 3,524 989 446 35 495 127 195 356 1,098 9 5 88 3 65 41 7,476 75.2 6.5 9.5 8.8 16.0 
1930 3,728 981 389 31 465 120 189 361 1,057 12 12 62 4 56 39 7,506 77.0 5.8 8.7 8.6 14.4 
1931 3,845 992 321 20 417 105 167 349 1,031 13 14 2 40 7 41 34 7,398 79.5 4.8 7.7 8.0 12.5 
1932 3,916 1,022 311 13 440 97 179 328 1,010 10 9 29 3 38 39 7,444 80.0 4.5 7.6 7.8 12.1 
1933 3,958 1,040 292 12 507 120 184 351 1,039 10 12 49 2 32 26 7,634 79.2 4.1 8.9 7.8 13.0 
1934 4,017 1,077 291 15 583 131 187 327 1,074 10 18 39 5 34 39 7,847 78.7 4.1 9.7 7.5 13.8 
1935 4,038 1,043 283 10 644 134 198 332 1,099 7 6 57 3 26 27 7,907 78.2 3.8 10.6 7.4 14.4 
1936 4,045 1,047 284 16 709 149 159 350 1,140 6 5 1 43 1 25 39 8,019 77.8 3.8 11.2 7.1 15.1 
1937 3,978 1,054 252 14 835 178 146 392 1,159 7 3 59 4 27 29 8,137 76.2 3.3 13.2 7.3 16.5 
1938 4,047 1,034 214 21 1,067 182 142 436 1,191 20 3 75 1 26 35 8,494 74.1 2.8 15.6 7.5 18.4 
1939 4,018 1,039 197 22 979 231 118 470 1,235 29 11 3 69 3 39 37 8,500 74.4 2.7 15.1 7.8 17.8 
1940 4,087 1,115 153 20 919 223 128 522 1,273 27 8 74 3 35 47 8,634 75.3 2.1 14.1 8.5 16.2 

表1　長野県・市町村立小学校教員数

注『文部省年報』（各年度）より作成
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三
　「
小
学
校
教
員
検
定
等
ニ
関
ス
ル
細
則
」
以
前

（
一
）
長
野
県
小
学
師
範
学
校
規
則

一
八
七
九
（
明
治
一
二
）
年
八
月
八
日
、
乙
第
一
二
七
号
に
よ
り
「
長
野
県
小
学

師
範
学
校
規
則
」
が
制
定
さ
れ
、「
通
則
」
の
「
第
二
章　

仮
設
法
」（
全
五
条
）
に

よ
り
「
師
範
学
校
ニ
於
テ
修
業
セ
サ
ル
者
」
で
も
「
管
下
小
学
教
員
志
願
ノ
モ
ノ
ハ

第
六
号
書
式
試
験
願
書
ヲ
出
サ
シ
メ
臨
時
試
験
ヲ
ナ
ス
」
と
さ
れ
た
（
第
三
条
）
六
。

出
願
方
法
に
関
し
て
は
、「
第
六
号
書
式
試
験
願
書
」
提
出
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

第
六
号
書
式
は
、
志
願
者
が
「
長
野
県
師
範
（
本
支
）
校
」
宛
て
に
試
験
実
施
を
求

め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

試
験
実
施
回
数
・
時
期
に
関
し
て
は
、「
臨
時
試
験
ノ
期
ハ
毎
年
二
月
七
月
ノ
二

期
ト
ス
」
と
さ
れ
、
年
二
回
（
二
、七
月
）
と
さ
れ
た
（
第
三
条
）。

試
験
科
目
に
関
し
て
は
、
師
範
学
校
教
則
の
学
科
課
程
に
も
と
づ
く
こ
と
と
さ
れ

た
が
、「
仮
卒
業
証
」
附
与
に
は
「
必
ス
授
業
法
ヲ
講
習
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
た
（
第
四
条
）。

検
定
方
法
・
合
否
判
定
基
準
、
検
定
手
数
料
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

な
お
、「
第
二
章　

仮
設
法
」
は
「
学
事
諸
則
」
制
定
の
前
日
、
す
な
わ
ち

一
八
八
〇（
明
治
一
三
）年
三
月
一
六
日
に
乙
第
二
三
号
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
七
。「
仮

設
法
」
は
「
学
事
諸
則
」
に
継
承
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
学
事
諸
則

一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
三
月
一
七
日
、乙
第
二
四
号
に
よ
り
「
学
事
諸
則
」（
全

三
章
一
六
条
）
が
制
定
さ
れ
た
。「
第
一
章　

公
立
小
学
教
員
ノ
事
」
に
お
い
て
「
師

範
学
科
卒
業
ノ
証
ヲ
有
セ
ス
シ
テ
県
下
公
立
小
学
教
員
志
願
ノ
モ
ノ
左
ノ
科
目
ヲ
以

テ
其
学
術
ヲ
試
験
ス
ヘ
シ
」
と
規
定
し
て
い
る
（
第
三
条
）
八
。

無試験 試験
小本正 尋本正 専正 小准 尋准 小本正 尋本正 専正 小准 尋准

出願 合格 合格率 出願 合格 合格率 出願 合格 合格率 出願 合格 合格率 出願 合格 合格率 出願 合格 合格率 出願 合格 合格率 出願 合格 合格率 出願 合格 合格率 出願 合格 合格率
1900 13 5 38.5 17 14 82.4 14 12 85.7 13 11 84.6 30 23 76.7 27 6 22.2 138 86 62.3 89 43 48.3 35 6 17.1 556 474 85.3 
1901 13 11 84.6 14 10 71.4 13 10 76.9 51 50 98.0 29 28 96.6 43 7 16.3 179 107 59.8 82 27 32.9 75 17 22.7 671 597 89.0 
1902 18 16 88.9 31 16 51.6 7 6 85.7 48 45 93.8 19 17 89.5 49 9 18.4 218 97 44.5 382 316 82.7 186 91 48.9 534 455 85.2 
1903 33 16 48.5 29 7 24.1 34 23 67.6 49 37 75.5 11 9 81.8 53 9 17.0 246 124 50.4 314 153 48.7 181 55 30.4 514 416 80.9 
1904 17 6 35.3 23 10 43.5 18 10 55.6 29 22 75.9 13 11 84.6 54 13 24.1 162 89 54.9 139 62 44.6 118 62 52.5 409 262 64.1 
1905 11 11 100.0 10 8 80.0 28 25 89.3 23 23 100.0 11 10 90.9 46 20 43.5 114 50 43.9 114 54 47.4 102 56 54.9 193 117 60.6 
1906 17 9 52.9 15 0 0.0 15 2 13.3 13 9 69.2 4 2 50.0 69 12 17.4 92 15 16.3 123 50 40.7 76 14 18.4 147 65 44.2 
1907 23 11 47.8 15 7 46.7 5 2 40.0 75 67 89.3 16 14 87.5 94 16 17.0 137 34 24.8 147 56 38.1 63 11 17.5 239 64 26.8 
1908 7 7 100.0 9 9 100.0 11 11 100.0 64 64 100.0 4 4 100.0 88 20 22.7 112 33 29.5 208 110 52.9 52 12 23.1 180 79 43.9 
1909 3 3 100.0 1 1 100.0 10 10 100.0 77 77 100.0 1 1 100.0 88 18 20.5 134 18 13.4 174 62 35.6 45 16 35.6 221 80 36.2 
1910 42 40 95.2 24 24 100.0 38 36 94.7 71 69 97.2 3 3 100.0 78 19 24.4 141 30 21.3 226 140 61.9 40 16 40.0 334 228 68.3 
1911 31 25 80.6 76 76 100.0 41 41 100.0 125 125 100.0 10 10 100.0 102 42 41.2 170 74 43.5 239 126 52.7 156 46 29.5 713 617 86.5 
1912 45 45 100.0 88 88 100.0 26 26 100.0 75 75 100.0 6 6 100.0 132 39 29.5 193 65 33.7 178 127 71.3 84 42 50.0 119 95 79.8 
1913 20 16 80.0 83 64 77.1 20 16 80.0 59 55 93.2 5 3 60.0 124 28 22.6 229 29 12.7 204 136 66.7 145 91 62.8 538 413 76.8 
1914 34 28 82.4 51 41 80.4 42 32 76.2 40 32 80.0 12 7 58.3 127 18 14.2 113 21 18.6 209 90 43.1 96 46 47.9 156 106 67.9 
1915 45 18 40.0 58 41 70.7 50 21 42.0 25 18 72.0 10 6 60.0 151 17 11.3 175 21 12.0 246 174 70.7 150 118 78.7 188 162 86.2 
1916 39 27 69.2 89 46 51.7 70 22 31.4 24 21 87.5 4 3 75.0 292 208 71.2 195 20 10.3 263 88 33.5 149 49 32.9 169 87 51.5 
1917 18 14 77.8 39 28 71.8 43 20 46.5 30 13 43.3 45 8 17.8 84 18 21.4 114 16 14.0 153 97 63.4 85 38 44.7 161 101 62.7 
1918 42 36 85.7 69 63 91.3 24 21 87.5 107 104 97.2 131 129 98.5 57 17 29.8 158 101 63.9 182 115 63.2 87 62 71.3 185 126 68.1 
1919 53 41 77.4 83 56 67.5 31 28 90.3 81 79 97.5 146 120 82.2 76 19 25.0 184 123 66.8 186 113 60.8 112 73 65.2 217 135 62.2 
1920 35 25 71.4 110 97 88.2 117 103 88.0 80 76 95.0 137 120 87.6 63 19 30.2 66 14 21.2 240 112 46.7 87 40 46.0 243 187 77.0 
1921 47 36 76.6 71 68 95.8 45 44 97.8 72 72 100.0 80 79 98.8 54 3 5.6 154 99 64.3 438 225 51.4 130 77 59.2 347 215 62.0 
1922 59 39 66.1 207 205 99.0 53 40 75.5 71 65 91.5 105 103 98.1 63 22 34.9 114 34 29.8 523 216 41.3 236 136 57.6 430 234 54.4 
1923 43 15 34.9 210 168 80.0 44 23 52.3 40 39 97.5 63 66 104.8 84 11 13.1 134 17 12.7 755 264 35.0 301 75 24.9 488 108 22.1 
1924 44 27 61.4 272 258 94.9 39 34 87.2 79 65 82.3 129 125 96.9 117 17 14.5 195 24 12.3 463 110 23.8 140 23 16.4 168 50 29.8 
1925 62 47 75.8 224 183 81.7 59 33 55.9 56 53 94.6 88 83 94.3 134 41 30.6 219 50 22.8 603 85 14.1 57 14 24.6 110 21 19.1 
1926 86 49 57.0 83 73 88.0 37 22 59.5 14 13 92.9 50 49 98.0 220 54 24.5 532 211 39.7 383 104 27.2 81 22 27.2 109 16 14.7 
1927 111 54 48.6 136 113 83.1 80 35 43.8 44 36 81.8 54 40 74.1 216 64 29.6 577 211 36.6 606 107 17.7 112 22 19.6 102 17 16.7 
1928 108 82 75.9 118 101 85.6 36 22 61.1 41 37 90.2 27 24 88.9 320 109 34.1 810 465 57.4 969 260 26.8 103 7 6.8 216 11 5.1 
1929 154 50 32.5 151 68 45.0 37 18 48.6 35 12 34.3 24 14 58.3 320 30 9.4 489 174 35.6 793 245 30.9 71 17 23.9 128 17 13.3 
1930 90 76 84.4 147 139 94.6 50 48 96.0 18 17 94.4 17 17 100.0 340 65 19.1 469 134 28.6 627 183 29.2 46 13 28.3 67 15 22.4 
1931 51 33 64.7 134 119 88.8 29 20 69.0 9 9 100.0 5 5 100.0 479 164 34.2 366 43 11.7 551 57 10.3 28 6 21.4 76 1 1.3 
1932 10 3 30.0 83 45 54.2 29 1 3.4 8 2 25.0 13 3 23.1 353 68 19.3 384 36 9.4 507 65 12.8 20 1 5.0 63 1 1.6 
1933 137 78 56.9 62 50 80.6 26 12 46.2 14 10 71.4 23 13 56.5 347 86 24.8 389 13 3.3 350 104 29.7 13 2 15.4 46 4 8.7 
1934 193 79 40.9 88 83 94.3 18 12 66.7 18 10 55.6 13 13 100.0 291 87 29.9 329 30 9.1 319 51 16.0 15 2 13.3 54 6 11.1 
1935 206 203 98.5 89 87 97.8 55 53 96.4 22 16 72.7 11 9 81.8 284 92 32.4 321 17 5.3 299 153 51.2 22 2 9.1 69 12 17.4 
1936 154 143 92.9 81 66 81.5 34 25 73.5 28 20 71.4 10 10 100.0 247 87 35.2 309 53 17.2 595 235 39.5 23 3 13.0 72 10 13.9 
1937 124 111 89.5 146 127 87.0 27 11 40.7 32 12 37.5 2 1 50.0 272 113 41.5 348 65 18.7 440 147 33.4 23 8 34.8 61 13 21.3 
1938 79 78 98.7 98 92 93.9 34 29 85.3 15 10 66.7 5 4 80.0 290 123 42.4 360 60 16.7 579 270 46.6 13 2 15.4 56 19 33.9 
1939 62 59 95.2 300 264 88.0 24 21 87.5 15 14 93.3 9 4 44.4 500 164 32.8 396 115 29.0 621 348 56.0 20 13 65.0 66 22 33.3 
1940 57 53 93.0 513 426 83.0 8 6 75.0 19 16 84.2 10 10 100.0 507 171 33.7 271 67 24.7 603 205 34.0 8 3 37.5 66 25 37.9 

表2　長野県小学校教員検定・合格率

注『文部省年報』（各年度）より作成
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出
願
方
法
に
関
し
て
は
、
県
下
公
立
小
学
校
志
願
者
は
試
験
期
日
前
月
に
「
第
一

号
書
式
ノ
申
請
書
」
を
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
三
条
）。
第
一
号
書
式
は
、「
長

官
」
宛
て
に
族
籍
、
氏
名
を
記
し
、
学
力
試
験
受
験
を
志
望
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
時
期
は
公
立
小
学
教
員
「
結
約
」
時
に
第
二
号
書
式
に

よ
り
学
務
委
員
、戸
長
等
に
よ
る
人
物
証
明
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た（
第
五
条
）。

試
験
実
施
回
数
・
時
期
は
、年
四
回
（
二
、五
、八
、一
一
月
）
と
さ
れ
た
（
第
三
条
）。

科
目
は
、
読
物
、
理
学
、
化
学
、
生
理
、
地
理
、
歴
史
、
作
文
、
算
術
、
習
字
、

画
学
、
修
身
と
さ
れ
た
（
第
三
条
）。

合
否
判
定
基
準
、手
数
料
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。「
学
事
諸
則
」
制
定
後
に
「
長

野
県
小
学
師
範
学
校
規
則
」
が
改
め
ら
れ
て
お
り
、
師
範
学
校
入
学
者
で
な
い
者
に

対
す
る
卒
業
証
書
授
与
に
関
し
て
も
規
定
さ
れ
た
が
、
合
否
判
定
基
準
、
手
数
料
は

記
さ
れ
て
い
な
い
九
。

（
三
）
小
学
校
教
員
免
許
状
授
与
規
則

一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
二
月
一
日
、
甲
第
八
号
に
よ
り
「
小
学
校
教
員
免
許

状
授
与
規
則
」（
全
一
〇
条
）
が
制
定
さ
れ
た
一
〇
。
同
規
則
に
お
い
て
「
官
立
公
立

師
範
学
校
ノ
卒
業
証
書
ヲ
有
セ
ズ
シ
テ
本
県
下
小
学
校
教
員
タ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
欲
シ
其

免
許
状
ヲ
請
フ
者
ア
レ
ハ
本
県
師
範
学
校
ニ
於
テ
之
ヲ
試
験
」
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

（
第
一
条
）。

出
願
方
法
に
関
し
て
は
、
免
許
状
申
請
者
は
、「
書
式
第
三
号
ノ
願
書
ニ
第
四
号

ノ
履
歴
書
ヲ
添
ヘ
県
庁
ヘ
差
出
ス
」
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
三
条
）。「
第
三
号
書
式
」

の
「
教
員
学
力
試
験
願
」
は
県
令
宛
て
に
二
名
の
学
務
委
員
が
「
本
人
従
来
ノ
行
状

等
取
糾
処
不
都
合
ノ
廉
無
之
」
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

試
験
実
施
回
数
・
時
期
は
、
年
二
回
（
三
、九
月
）、
定
期
に
試
験
を
行
う
こ
と
と

さ
れ
た
（
第
二
条
）。

科
目
は
、
修
身
、
読
書
、
習
字
、
算
術
、
地
理
、
歴
史
、
図
画
、
生
物
、
博
物
、

物
理
、
化
学
、
幾
何
、
代
数
、
経
済
、
記
簿
、
教
育
学
が
「
初
等
」、「
中
等
」、「
高

等
」
に
分
け
て
示
さ
れ
た
（
第
一
〇
条
）。

合
否
判
定
基
準
、
手
数
料
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

試
験
用
図
書
が
明
記
さ
れ
て
い
る
科
目
も
あ
り
、
例
え
ば
「
教
育
学
」
に
関
し
て

は
「
村
岡
範
為
馳
訳
／
平
民
学
校
論
略
」（
初
等
・
中
等
・
高
等
い
ず
れ
も
同
じ
）

が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
四
）
免
許
状
授
与
規
則
改
定

一
八
八
三
（
明
治
一
六
）
年
六
月
一
八
日
、
甲
第
三
六
号
に
よ
り
、
試
験
科
目
が

改
め
ら
れ
た
一
一
。
試
験
科
目
に
「
本
邦
法
令
」、「
心
理
」、「
学
校
管
理
法
」、「
実

地
授
業
法
」
が
加
え
ら
れ
、「
教
授
ニ
足
ル
学
力
ア
ル
者
」
と
判
断
さ
れ
た
者
に
は
一
、

二
ヵ
月
の
「
実
地
授
業
法
体
操
等
ヲ
講
習
」
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
一
条
）。

な
お
、
同
改
定
に
お
い
て
「
小
学
校
教
員
学
力
試
験
科
目
」
と
は
別
に
「
小
学
校

教
員
学
力
試
験
用
書
表
」
が
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
五
）
小
学
校
教
員
検
定
試
験
細
則

一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
一
一
月
一
〇
日
、
文
部
省
令
第
一
二
号
小
学
校
教
員

免
許
規
則
第
一
六
条
に
も
と
づ
き
、
県
令
甲
第
二
七
号
に
よ
り
「
小
学
校
教
員
検
定

試
験
細
則
」（
全
六
条
）
が
制
定
さ
れ
た
一
二
。

出
願
方
法
に
関
し
て
は
、「
試
験
ヲ
請
フ
モ
ノ
」
は
毎
年
四
月
二
〇
日
ま
で
に
「
願

書
」、「
履
歴
書
」
を
郡
役
所
経
由
に
て
県
庁
へ
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
二
条
）。

願
書
に
関
し
て
は
「
試
験
願
書
式
」
が
定
め
ら
れ
、受
験
者
は
戸
長
に
よ
る
「
品
行
」

証
明
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

試
験
実
施
回
数
・
時
期
に
関
し
て
は
、
年
一
回
（
五
月
）、
師
範
学
校
に
て
行
う
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こ
と
と
さ
れ
た
（
第
一
条
）。

試
験
科
目
、
合
否
判
定
基
準
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

検
定
手
数
料
に
関
し
て
は
、「
出
願
人
ハ
手
数
料
金
壱
円
ヲ
願
書
ニ
添
テ
納
ム
ヘ

シ
」
と
さ
れ
、
一
円
と
さ
れ
た
（
第
三
条
）。

こ
こ
で
は
細
則
名
に
「
小
学
校
教
員
検
定
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て

お
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
限
り
で
は「
小
学
校
教
員
検
定
等
ニ
関
ス
ル
規
則
」

制
定
以
前
に
「
小
学
校
教
員
検
定
」
と
い
う
語
を
含
ん
だ
関
係
規
則
を
制
定
し
た
府

県
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

四
　「
小
学
校
教
員
検
定
等
ニ
関
ス
ル
細
則
」
期

（
一
）
小
学
校
教
員
検
定
等
ニ
関
ス
ル
細
則

一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
二
月
五
日
、
一
八
九
一
年
文
部
省
令
第
一
九
号
「
小

学
校
教
員
検
定
等
ニ
関
ス
ル
規
則
」
に
も
と
づ
き
、
県
令
第
七
号
に
よ
り
「
小
学
校

教
員
検
定
等
ニ
関
ス
ル
細
則
」（
全
一
八
条
）
が
制
定
さ
れ
た
一
三
。

出
願
方
法
に
関
し
て
は
、
出
願
者
は
「
検
定
願
書
」、「
履
歴
書
」、「
体
格
書
」
を

「
郡
長
ヲ
経
由
シ
テ
県
知
事
ヘ
差
出
ス
ヘ
シ
」
と
さ
れ
た
（
第
二
条
）。「
検
定
願
書
」

に
関
し
て
は
「
検
定
願
書
式
」
が
定
め
ら
れ
、
族
籍
、
氏
名
の
ほ
か
、
町
村
長
に
よ

る
「
品
行
」
証
明
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
第
一
八
条
）。

試
験
実
施
回
数
・
時
期
に
関
し
て
は
、
甲
種
検
定
は
「
其
出
願
者
ア
ル
毎
」
と
さ

れ
、
乙
種
検
定
に
関
し
て
は
、
正
教
員
は
毎
年
一
回
（
五
月
）、
尋
常
師
範
学
校
内

で
行
わ
れ
、
准
教
員
は
長
野
町
、
松
本
町
の
二
ヵ
所
で
行
わ
れ
、
実
施
期
日
は
そ
の

都
度
、
告
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
一
条
）。

試
験
科
目
は
尋
准
で
は
図
画
、
音
楽
、
体
操
が
課
さ
れ
て
い
な
い
。
高
准
（
男
）

で
は
欠
く
こ
と
が
で
き
た
図
画
、
体
操
が
課
さ
れ
、
音
楽
は
課
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

高
准
（
女
）
で
は
欠
く
こ
と
が
で
き
た
図
画
が
課
さ
れ
、
音
楽
、
体
操
は
課
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。
尋
本
正
で
は
図
画
、
音
楽
を
欠
き
、
高
本
正
（
男
）
で
は
音
楽
、
高

本
正
（
女
）
は
体
操
を
欠
く
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
三
―
一
〇
条
）。

合
否
判
定
基
準
は
、「
学
力
ノ
試
験
ハ
各
学
科
共
一
百
点
ヲ
以
テ
定
点
ト
シ
其

六
十
点
以
上
ヲ
得
タ
ル
者
ニ
就
テ
之
ヲ
検
定
ス
」
と
さ
れ
、
各
学
科
百
点
満
点
と
し

六
〇
点
以
上
で
検
定
の
対
象
と
な
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
、「
二
学
科
目
以
内

ニ
限
リ
六
十
点
ニ
満
タ
サ
ル
モ
総
約
点
六
十
点
以
上
得
タ
ル
モ
ノ
ハ
検
定
ノ
部
ニ
加

フ
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
」
と
さ
れ
、
六
〇
点
以
下
の
科
目
が
二
学
科
以
内
で
あ
れ
ば
検

定
対
象
と
な
り
得
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
一
一
条
）。

検
定
手
数
料
に
関
し
て
は
、
正
教
員
検
定
は
一
円
、
准
教
員
検
定
は
五
〇
銭
と
さ

れ
、
出
願
時
に
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
一
二
条
）。

（
二
）
細
則
改
定
（
明
治
二
五
）

一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
八
月
八
日
、
県
令
第
五
四
号
に
よ
り
細
則
の
一
部
が

改
定
さ
れ
、
試
験
科
目
が
「
修
身
」
に
改
め
ら
れ
た
（
第
三
―
五
条
）
一
四
。

（
三
）
細
則
改
定
（
明
治
二
六
）

一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
八
月
一
六
日
、
県
令
第
四
〇
号
に
よ
り
細
則
の
一
部

が
改
定
さ
れ
、
高
等
小
学
校
専
科
准
教
員
の
試
験
科
目
に
「
裁
縫
」
が
追
加
さ
れ
た

（
第
六
条
）
一
五
。

（
四
）
試
験
用
書
告
示

一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
三
月
一
四
日
、
県
告
示
第
二
八
号
に
よ
り
「
小
学
校

教
員
試
験
用
書
」
が
提
示
さ
れ
た
一
六
。
同
告
示
で
は
、「
尋
常
小
学
校
本
科
准
教
員

ノ
部
」「
尋
常
小
学
校
本
科
正
教
員
ノ
部
」、「
高
等
小
学
校
本
科
准
教
員
ノ
部
」、「
高
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等
小
学
校
本
科
正
教
員
ノ
部
」
の
四
部
に
分
け
て
試
験
用
書
が
示
さ
れ
た
。
最
上
位

に
位
置
づ
く
「
高
等
小
学
校
本
科
正
教
員
」
に
関
し
て
は
、「
長
野
県
尋
常
小
学
校

教
科
用
図
書
ニ
同
ジ
」
と
さ
れ
、
書
名
等
の
書
誌
情
報
は
明
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
以

後
、
試
験
用
図
書
が
告
示
と
し
て
通
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
の
試
験
用

図
書
告
示
は
表
三
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
五
）
細
則
改
定
（
明
治
二
八
）

一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
七
月
一
日
、
県
令
第
一
八
号
に
よ
り
細
則
の
一
部
が

改
定
さ
れ
た
一
七
。
同
改
定
で
は
長
野
県
尋
常
師
範
学
校
小
学
校
教
員
講
習
科
終
了

者
の
出
願
方
法
（
願
書
は
講
習
済
証
書
取
得
時
に
提
出
す
る
こ
と
）、検
定
方
法
（
臨

時
に
試
験
を
行
う
こ
と
）
が
規
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
乙
種
検
定
の
実
施
時
期
・
場

所
が
左
記
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
（
第
一
、二
条
）。

（
旧
）
正
教
員　
毎
年
五
月
一
日
よ
り　
　
　
　
　
尋
常
師
範
学
校
内

　
　
准
教
員　
期
日
並
試
験
場
ハ
其
都
度
告
示　
長
野
町
、
松
本
町

（
新
）
正
教
員　
毎
年
一
月
二
一
日
よ
り　
　
　
　
尋
常
師
範
学
校
内

　
　
高
等
小
学
校
本
科
准
教
員
、
専
科
准
教
員　

　
　
　
　
　
　
毎
年
二
月
七
日
よ
り　
　
　
　
　
尋
常
師
範
学
校
内

　
　
尋
常
小
学
校
本
科
准
教
員

　
　
　
　
　
　
毎
年
二
月
七
日
よ
り　
　
　
　
　
尋
常
師
範
学
校
、
尋
常
中
学
校

（
六
）
細
則
改
定
（
明
治
三
一
）

一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
九
月
二
〇
日
、
県
令
第
四
八
号
に
よ
り
細
則
の
一
部

が
改
定
さ
れ
た
一
八
。
同
改
定
で
は
試
験
期
日
が
左
記
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
る
と
と

も
に
（
第
一
条
）、「
学
力
試
験
」
の
「
成
績
佳
良
」
証
明
書
授
与
に
関
す
る
規
定
が

新
た
に
設
け
ら
れ
た
（
第
一
九
条
）。

　
　
　
　
　
　
（
旧
）　　
　
　
　
　
　
（
新
）

正
教
員　

毎
年
五
月
一
日　

→　

毎
年
二
月
七
日

准
教
員　

其
都
度
告
知　
　

→　

毎
年
一
月
一
日

（
七
）
細
則
改
定
（
明
治
三
二
）

一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
一
月
一
〇
日
、
県
令
第
二
号
に
よ
り
細
則
の
一
部
が

No. 年 月 日 告示番号 備考
1 1894 明治27 3 14 告示28
2 1897 明治30 5 12 告示86
3 1901 明治34 4 30 告示124
4 1903 明治36 6 12 告示140
5 1905 明治38 3 3 告示32
6 1906 明治39 3 9 告示58
7 1908 明治41 6 2 告示177
8 1910 明治43 4 12 告示165 『長野県教育史』記載無し
9 1912 明治45 2 2 告示29 『長野県教育史』掲載無し
10 1914 大正3 9 11 告示307 『長野県教育史』記載無し
11 1915 大正4 5 7 告示149 『長野県教育史』記載無し
12 1916 大正5 6 30 告示229 『長野県教育史』記載無し
13 1919 大正8 11 21 告示532 『長野県教育史』記載無し
14 1910 大正9 4 30 告示179 『長野県教育史』記載無し
15 1923 大正12 12 28 告示618 『長野県教育史』記載無し
16 1926 大正15 3 26 告示173 『長野県教育史』記載無し
17 1932 昭和7 8 18 告示511 『長野県教育史』記載無し
18 1933 昭和8 6 26 告示478 『長野県教育史』記載無し
19 1935 昭和10 2 12 告示81 『長野県教育史』記載無し
20 1936 昭和11 4 13 告示262 『長野県教育史』記載無し
21 1937 昭和12 4 15 告示314 『長野県教育史』記載無し
22 1939 昭和14 3 20 告示183 『長野県教育史』記載無し
23 1941 昭和16 7 7 告示575 『長野県教育史』記載無し
24 1944 昭和19 5 21 告示241 『長野県教育史』記載無し
25 1946 昭和21 7 4 告示305 廃止、『長野県教育史』記載無し

注.筆者が『長野県報』（長野県立歴史館所蔵分）を調査し作成した。

表3　試験用図書告示一覧
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改
定
さ
れ
、
師
範
学
校
本
科
だ
け
で
な
く
、
第
一
種
講
習
科
修
了
生
徒
も
出
願
は
不

要
で
あ
り
、学
校
長
の
申
し
立
て
に
よ
り
検
定
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
一
五
条
）

一
九
。

五
　「
小
学
校
教
員
検
定
及
免
許
状
ニ
関
ス
ル
細
則
」
期

（
一
）
細
則
制
定

一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
九
月
一
日
、
県
令
第
五
八
号
に
よ
り
「
小
学
校
教
員

検
定
及
免
許
状
ニ
関
ス
ル
細
則
」（
全
一
五
条
）
が
制
定
さ
れ
た
二
〇
。

出
願
方
法
に
関
し
て
は
、「
検
定
願
書
」、「
履
歴
書
」、「
体
格
書
」
を
「
郡
長
ヲ

経
由
シ
テ
県
知
事
ニ
差
出
」
す
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
二
条
）。「
検
定
願
書
」
等
の
書

式
は
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
従
来
の
よ
う
に
戸
長
が
品
行
証
明
を
行
う
こ
と
に
な
っ

て
い
な
い
（
第
一
三
条
）。
本
県
師
範
学
校
第
三
種
教
員
講
習
科
修
了
者
は
別
に
扱

わ
れ
、
同
科
修
了
者
は
講
習
済
証
書
取
得
の
際
に
試
験
検
定
願
書
を
提
出
す
る
こ
と

と
さ
れ
た
（
第
二
条
）。

試
験
実
施
回
数
・
時
期
に
関
し
て
は
、
無
試
験
検
定
は
「
其
出
願
者
ア
ル
毎
」
に

行
い
、
試
験
検
定
は
毎
年
各
一
回
（
正
教
員
、
准
教
員
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
い

ず
れ
も
一
〇
月
実
施
）と
さ
れ
た
。
師
範
学
校
小
学
校
教
員
講
習
科
修
了
者
に
は「
試

験
検
定
」
を
行
う
が
、
同
検
定
は
「
臨
時
之
ヲ
行
フ
」
と
さ
れ
た
。
試
験
会
場
に
関

し
て
は
、
正
教
員
は
師
範
学
校
、
准
教
員
は
師
範
学
校
ま
た
は
松
本
中
学
校
の
い
ず

れ
か
と
さ
れ
た
（
第
一
条
）。

試
験
科
目
に
関
し
て
は
、
小
学
校
令
施
行
規
則
に
お
い
て
小
本
正
、
小
准
試
験
で

欠
く
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
図
画
が
課
さ
れ
（
第
三
、四
、七
条
）、
尋
本
正
、
尋

准
試
験
に
お
い
て
音
楽
、
裁
縫
が
課
さ
れ
て
い
た
（
第
七
条
）。

合
否
判
定
基
準
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

検
定
手
数
料
は
、
正
教
員
が
一
円
五
〇
銭
、
准
教
員
が
七
五
銭
と
さ
れ
、
出
願
時

に
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
一
〇
条
）。
正
教
員
は
五
〇
銭
、
准
教
員
は
二
五

銭
増
額
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
（
旧
）　　
　
　
　
（
新
）

正
教
員　
　

金
一
円　
　

→　

金
一
円
五
〇
銭

准
教
員　
　

金
五
〇
銭　

→　

金
七
五
円

（
二
）
細
則
改
定
（
明
治
三
三
）

一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
一
一
月
二
日
、
県
令
第
七
三
号
に
よ
り
、
細
則
の
一

部
が
改
定
さ
れ
、
尋
准
試
験
科
目
に
関
し
、
理
科
を
欠
く
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
女

子
に
は
さ
ら
に
唱
歌
を
欠
く
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
二
一
。

六
　「
小
学
校
令
及
小
学
校
令
施
行
規
則
実
施
ニ
関
ス
ル
規
程
」
期

（
一
）
規
程
制
定

一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
三
月
六
日
、
県
令
第
一
四
号
に
よ
り
「
小
学
校
令
及

小
学
校
令
施
行
規
則
実
施
ニ
関
ス
ル
規
程
」（
全
一
五
章
一
七
四
条
）
が
制
定
さ
れ
、

小
学
校
教
員
検
定
に
関
し
て
は
「
第
八
章　

小
学
校
教
員
検
定
及
免
許
状
」
に
お
い

て
そ
の
あ
り
方
が
規
定
さ
れ
た
二
二
。

出
願
方
法
に
関
し
て
は
、「
検
定
願
書
」、「
履
歴
書
」、「
身
体
検
査
書
」
を
「
知
事
」

へ
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
の
際
、「
市
町
村
長
」
は
「
出
願
者
ノ
族
籍
氏
名

生
年
月
日
及
小
学
校
令
施
行
規
則
第
百
四
条
ニ
該
当
ノ
有
無
ヲ
証
明
」
す
る
こ
と
と

さ
れ
た
。
ま
た
無
試
験
検
定
受
験
者
に
関
し
て
は
、
郡
長
が
「
無
試
験
検
定
志
願
者

ノ
学
力
技
能
等
ニ
関
ス
ル
意
見
ヲ
具
申
」
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
六
五
条
、
書
式

は
第
七
六
条
）。
同
県
師
範
学
校
第
一
、二
種
教
員
講
習
科
修
了
者
は
「
出
願
ヲ
要
セ
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ス
該
学
校
長
ノ
申
請
ニ
依
リ
試
験
検
定
ヲ
行
フ
」
と
さ
れ
、出
願
不
要
と
さ
れ
た
（
第

七
二
条
）。

試
験
実
施
回
数
・
時
期
に
関
し
て
は
、
無
試
験
検
定
は
「
出
願
者
ア
ル
毎
」
に
行

う
と
さ
れ
、
試
験
検
定
は
毎
年
各
一
回
（
正
教
員
が
一
二
月
、
准
教
員
が
一
〇
月
）

と
さ
れ
た
。
試
験
会
場
は
正
教
員
が
県
師
範
学
校
、
准
教
員
が
県
師
範
学
校
及
び
松

本
中
学
校
と
さ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
、
同
県
師
範
学
校
小
学
校
教
員
講
習
科
修
了
者
対

象
試
験
検
定
は
「
臨
時
之
ヲ
行
フ
」
と
さ
れ
た
（
第
六
四
条
）。

試
験
科
目
に
関
し
て
は
、
小
学
校
令
施
行
規
則
に
お
い
て
小
本
正
試
験
で
欠
く
こ

と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
図
画
、
体
操
（
男
）、
音
楽
（
女
）（
第
六
七
条
）
小
准
試
験

で
図
画
（
第
六
八
条
）、
尋
本
正
試
験
に
お
い
て
裁
縫
（
第
六
九
条
）、
尋
准
試
験
で

理
科
が
課
さ
れ
た
（
第
七
〇
条
）。

合
否
判
定
基
準
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

検
定
手
数
料
は
、
正
教
員
が
一
円
五
〇
銭
、
准
教
員
が
七
五
銭
と
さ
れ
、
変
更
な

く
維
持
さ
れ
た
（
第
七
三
条
）。

（
二
）
規
程
改
定
（
明
治
三
五
）

一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
二
月
八
日
、
県
令
第
一
〇
号
に
よ
り
規
程
の
一
部
が

改
定
さ
れ
た
二
三
。
同
改
定
で
は
、出
願
方
法
の
提
出
書
類
に
関
し
て「
身
体
検
査
書
」

が
削
除
さ
れ
る
と
と
も
に
（
第
六
五
、七
六
条
）、
臨
時
試
験
検
定
対
象
者
に
は
（
小

学
校
教
員
講
習
科
修
了
者
の
ほ
か
に
）「
小
学
校
教
員
ヲ
養
成
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
知

事
ノ
指
揮
ヲ
受
ケ
開
設
セ
ル
講
習
会
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者
」
が
加
え
ら
れ
た
（
第

六
四
、六
六
条
）。

「
小
学
校
教
員
ヲ
養
成
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
知
事
ノ
指
揮
ヲ
受
ケ
開
設
セ
ル
講
習
会
」

に
関
し
て
は
、同
月
六
日
発
出
の
「
講
習
会
ニ
関
ス
ル
準
則
」
に
お
い
て
当
分
は
「
郡

市
若
ハ
信
濃
教
育
会
同
部
会
日
本
体
育
会
長
野
県
支
会
等
ニ
於
テ
開
設
セ
ル
講
習
会

ノ
外
ハ
指
揮
ヲ
与
ヘ
ズ
」
と
さ
れ
、
特
に
「
本
科
正
教
員
ヲ
養
成
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ

開
設
ス
ル
講
習
会
ニ
関
シ
テ
ハ
其
開
設
者
ノ
如
何
ニ
拘
ラ
ズ
指
揮
ヲ
与
ヘ
ザ
ル
方

針
」
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
二
四
。『
長
野
県
統
計
書
』（
各
年
度
）、『
信
濃

教
育
会
雑
誌
』（
後
継
誌
『
信
濃
教
育
』
含
む
）
で
も
「
教
員
養
成
講
習
会
」
と
銘
打
っ

た
講
習
会
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
知
事
が
本
科
正
教
員
養
成
を
目
的
と
し
た
講
習

会
開
設
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
府
県
で

は
例
が
な
い
。

（
三
）
規
程
改
定
（
明
治
三
六・一
回
目
）

一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
一
月
二
三
日
、
県
令
第
一
号
に
よ
り
既
定
の
一
部
が

改
訂
さ
れ
、
各
種
書
式
の
「
性
年
月
」
が
「
生
年
月
日
」
に
改
め
ら
れ
た
（
第

六
五
、七
一
、七
五
、七
六
条
）
二
五
。

（
四
）
規
程
改
定
（
明
治
三
六・二
回
目
）

一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
五
月
八
日
、
県
令
第
二
三
号
に
よ
り
規
程
の
一
部
が

改
定
さ
れ
、
試
験
科
目
に
関
し
て
小
准
試
験
で
欠
く
こ
と
の
で
き
る
科
目
に
唱
歌
の

ほ
か
、
手
工
、
農
業
、
商
業
が
追
加
さ
れ
た
（
第
六
八
条
）
二
六
。

（
五
）
規
程
改
定
（
明
治
三
七
）

一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
七
月
一
二
日
、
県
令
第
二
七
号
に
よ
り
規
程
の
一
部

が
改
定
さ
れ
た
二
七
。

同
改
定
で
は
、
出
願
方
法
に
関
し
て
、
小
学
校
令
施
行
規
則
第
一
〇
七
条
第
六
号

該
当
者
の
出
願
手
続
き
が
不
要
に
な
る
と
と
も
に
、
長
野
県
師
範
学
校
小
学
校
教
員

講
習
科
修
了
者
の
試
験
検
定
出
願
に
関
し
て
第
三
種
だ
け
で
な
く
同
年
新
設
さ
れ
た

第
五
種
小
学
校
教
員
講
習
科
修
了
生
も
第
三
種
修
了
者
と
同
一
の
出
願
方
法
を
採
用
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す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
（
第
六
六
条
）。
第
五
種
は
「
小
学
校
手
工
専
科
正
教
員

ニ
必
須
ノ
学
科
ヲ
講
習
ス
ル
モ
ノ
」
で
あ
っ
た
二
八
。

ま
た
長
野
県
師
範
学
校
第
一
種
、
第
二
種
小
学
校
教
員
講
習
科
修
了
者
の
試
験
検

定
、
及
び
長
野
県
立
小
県
甲
種
蚕
業
学
校
農
業
教
員
志
望
卒
業
生
の
無
試
験
検
定
は

出
願
が
不
要
と
な
り
、「
該
学
校
長
」
が
「
申
請
」
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
七
二
条
）。

こ
の
ほ
か
、
手
数
料
に
関
し
て
「
手
数
料
ハ
何
等
ノ
事
情
ア
ル
モ
」「
還
付
セ
ス
」

と
さ
れ
た
（
第
七
四
条
）。

（
六
）
規
程
改
定
（
明
治
三
八
）

一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
三
月
三
日
、
県
令
第
六
号
に
よ
り
規
程
の
一
部
が
改

定
さ
れ
た
二
九
。

出
願
方
法
に
関
し
て
、
第
一
次
試
験
を
、
出
願
書
類
提
出
先
と
は
異
な
る
郡
市
役

所
に
て
受
験
す
る
者
に
関
す
る
規
定
が
追
加
さ
れ
た
（
第
六
五
条
）。

試
験
検
定
願
書
提
出
期
限
が
九
月
一
〇
日
か
ら
八
月
末
に
早
め
ら
れ
た
（
第
六
六

条
）。
ま
た
、
出
願
を
要
し
な
い
者
に
関
し
て
、「
県
立
小
県
蚕
業
学
校
農
業
教
員
志

望
生
ニ
シ
テ
卒
業
シ
タ
ル
者
」
が
削
除
さ
れ
、「
本
県
内
学
校
教
員
ニ
従
事
ス
ベ
キ

義
務
ヲ
有
ス
ル
者
」
が
挿
入
さ
れ
る
な
ど
し
た
（
第
七
二
条
）
三
〇
。

試
験
検
定
実
施
時
期
に
関
し
て
、「
第
一
次
試
験
」、「
第
二
次
試
験
」
に
分
け
て

行
い
、
各
試
験
で
行
う
科
目
の
種
類
が
指
定
さ
れ
た
（
第
六
四
条
）。

（
旧
）
正
教
員
、
小
准　
本
県
師
範
学
校
内

　
　
尋
准　
　
　
　
　
本
県
師
範
学
校
・
松
本
中
学
校

（
新
）
第
一
次
試
験　
　
願
書
経
由
の
郡
市
役
所

　
　
　
小
本
正
（
教
育
、
国
語
、
数
学
）

　
　
　
尋
本
正
（
教
育
、
国
語
、
算
術
）

　
　
　
小
准
（
修
身
、
国
語
、
算
術
、
歴
史
、
地
理
、
理
科
）

　
　
　
尋
准
（
修
身
、
教
育
、
国
語
、
算
術
、
歴
史
、
地
理
、
理
科
）

　
　
　
専
正
（
普
通
ノ
学
力
ア
リ
ト
認
メ
ラ
レ
サ
ル
者
）

　
　
第
二
次
試
験　
　
　
長
野
県
師
範
学
校

　
　
　
第
一
次
試
験
で
行
わ
な
か
っ
た
科
目
お
よ
び
「
教
育
ノ
一
部
」

　
　
　
　
た
だ
し
「
国
語
ニ
関
シ
テ
ハ
口
頭
試
験
ヲ
行
フ
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
」

試
験
科
目
に
関
し
て
、
小
本
正
（
男
）
試
験
に
お
い
て
「
農
業
、
商
業
、
手
工
三

科
目
ノ
内
ノ
一
科
目
」
選
択
す
る
よ
う
に
な
り
、
尋
本
正
試
験
に
お
い
て
図
画
、
音

楽
が
追
加
さ
れ
た
（
第
六
七
、六
九
条
）。

な
お
、
同
月
六
日
に
は
、
無
試
験
検
定
に
関
す
る
通
牒
が
発
出
さ
れ
て
い
る
三
一
。

後
の
検
定
内
規
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
合
格
の
要
件
が
記
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
小
本
正
の
場
合
、
該
当
者
は
、
①
「
官
立
師
範
学
校
卒
業
者
又
ハ
他
府
県
立
師

範
学
校
卒
業
者
」、
②
「
高
等
師
範
学
校
女
子
高
等
師
範
学
校
卒
業
者
」、
③
「
明
治

二
十
一
年
以
前
府
県
立
師
範
学
校
高
等
師
範
学
科
卒
業
者
」、
④
「
他
府
県
ニ
於
テ

検
定
ニ
依
リ
小
学
校
本
科
正
教
員
免
許
状
ヲ
受
得
シ
本
県
内
ニ
於
テ
一
ヶ
年
以
上
小

学
校
本
科
ノ
教
授
ニ
従
事
シ
タ
ル
者
」、⑤
「
公
立
高
等
女
学
校
本
科
修
業
年
限
四
ヶ

年
以
上
補
習
科
修
業
年
限
弐
ヶ
年
卒
業
者
ニ
シ
テ
在
学
中
教
育
ヲ
修
メ
二
ヶ
年
以
上

小
学
校
本
科
ノ
教
授
ニ
従
事
シ
タ
ル
者
、
但
在
学
中
教
育
ヲ
修
メ
ザ
ル
者
ハ
四
ヶ
年

以
上
小
学
校
本
科
ノ
教
授
ニ
従
事
シ
タ
ル
者
」、
⑥
「
公
立
中
学
校
卒
業
者
ニ
シ
テ

四
ヶ
年
以
上
小
学
校
本
科
ノ
教
授
ニ
従
事
シ
タ
ル
者
」、
⑦
「
尋
常
小
学
校
本
科
正

教
員
又
ハ
明
治
三
十
三
年
八
月
以
前
受
得
シ
タ
ル
小
学
校
本
科
准
教
員
免
許
状
ヲ
有

シ
」
次
の
要
件
を
満
た
し
た
者
、「
年
齢
男
子
ハ
三
十
歳
以
上
女
子
ハ
二
十
五
歳
以

上
」、「
十
ヶ
年
以
上
小
学
校
ノ
教
育
ニ
従
事
シ
校
長
又
ハ
高
等
小
学
校
本
科
ノ
教
授
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ニ
三
ヶ
年
以
上
従
事
シ
タ
ル
者
」、「
市
町
村
立
小
学
校
教
員
加
俸
令
第
三
条
ニ
依
リ

年
功
加
俸
ヲ
受
ク
ル
者
」、「
不
足
学
科
補
習
ノ
経
歴
ア
ル
者
」、
の
七
者
が
無
試
験

検
定
の
対
象
と
さ
れ
た
。
⑦
は
成
績
佳
良
の
場
合
に
合
格
と
さ
れ
た
。

（
七
）
規
程
改
定
（
明
治
四
〇
）

一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
三
月
一
九
日
、
県
令
第
八
号
に
よ
り
規
程
の
一
部
が

改
定
さ
れ
、
第
二
次
試
験
の
試
験
開
始
日
に
関
し
て
、
准
教
員
の
場
合
が
一
〇
月

二
五
日
か
ら
同
月
二
七
日
へ
、
正
教
員
の
場
合
が
一
一
月
四
日
か
ら
同
月
五
日
へ
改

め
ら
れ
た
（
第
六
四
条
）
三
二
。

（
八
）
規
程
改
定
（
明
治
四
一・一
回
目
）

一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
三
月
三
一
日
、
県
令
第
一
五
号
に
よ
り
規
程
の
一
部

が
改
定
さ
れ
た
三
三
。
同
改
定
は
義
務
教
育
年
限
が
四
年
か
ら
六
年
へ
延
長
し
た
こ

と
に
伴
う
も
の
と
さ
れ
る
三
四
。

同
改
定
で
は
出
願
方
法
に
関
し
て
、
試
験
検
定
願
書
提
出
期
日
に
か
か
わ
ら
ず
提

出
可
能
な
者
に
つ
い
て
規
定
し
た
「
小
学
校
教
員
養
成
ノ
目
的
ヲ
以
テ
知
事
ノ
指
揮

ヲ
受
ケ
開
設
セ
ル
講
習
会
」
の
「
開
設
セ
ル
」
の
下
に
「
講
習
科
又
ハ
」
が
挿
入
さ

れ
た
。
す
な
わ
ち
「
小
学
校
教
員
養
成
ノ
目
的
ヲ
以
テ
知
事
ノ
指
揮
ヲ
受
ケ
開
設
セ

ル
」
講
習
科
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
第
六
六
条
）。
ま
た
、
出
願
書
類
の

う
ち
の
成
績
佳
良
証
明
書
の
有
効
期
限
に
関
す
る
記
述
が
削
除
さ
れ
た
（
第
七
一

条
）。試

験
検
定
科
目
に
関
し
て
、
小
本
正
に
「
法
制
経
済
」
が
加
え
ら
れ
、「
理
科
」

が
「
博
物
物
理
化
学
」
と
改
め
ら
れ
た
（
第
六
七
条
）。
小
准
（
男
）
で
は
手
工
、

農
業
、商
業
は
「
欠
ク
」
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
（
第
六
七
条
）。
そ
の
ほ
か
、尋
本
正
・

尋
准
試
験
科
目
に
関
す
る
規
定
が
削
除
さ
れ
た
（
第
六
九
条
）。　

（
九
）
規
程
改
定
（
明
治
四
一・二
回
目
）

同
年
六
月
二
日
、県
令
第
二
五
号
に
よ
り
規
程
の
一
部
が
改
定
さ
れ
、小
本
正（
女
）

試
験
科
目
に
「
裁
縫
」
が
加
え
ら
れ
た
（
第
六
七
条
）
三
五
。

（
一
〇
）
規
程
改
定
（
明
治
四
三
）

一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
一
一
月
二
九
日
、
県
令
第
四
四
号
に
よ
り
規
程
の
一

部
が
改
定
さ
れ
た
。

出
願
書
類
に
関
し
て
、「
願
書
経
由
ノ
郡
市
役
所
以
外
」
の
郡
市
役
所
に
お
い
て

第
一
次
試
験
受
験
を
志
望
す
る
者
は
願
書
表
面
に
そ
の
旨
を
朱
書
き
す
る
よ
う
指
示

さ
れ
た
（
第
六
五
条
）。
ま
た
、
試
験
検
定
出
願
開
始
時
期
が
毎
年
八
月
一
日
か
ら

七
月
一
日
へ
変
更
さ
れ
る
な
ど
し
た
（
第
六
六
条
）
三
六
。

試
験
検
定
の
小
本
正
・
尋
本
正
第
一
次
試
験
科
目
に
「
修
身
」
が
追
加
さ
れ
た
（
第

六
四
条
）。

（
一
一
）
規
程
改
定
（
明
治
四
五
）

一
九
一
二
（
明
治
四
五
）
年
二
月
一
六
日
、
県
令
第
一
一
号
に
よ
り
規
程
の
一
部

が
改
定
さ
れ
た
三
七
。

出
願
書
類
に
関
し
て
、
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
県
令
一
〇
号
に
よ
り
一
度
削

除
さ
れ
た
「
身
体
検
査
書
」
が
再
び
加
え
ら
れ
る
と
と
も
に
（
第
六
五
条
）、
無
試

験
検
定
志
願
者
に
関
し
て
郡
長
が
副
申
す
べ
き
も
の
に「
性
行
」が
加
え
ら
れ
た（
第

七
六
条
）。

無
試
験
検
定
に
関
し
て
は
、
前
年
（
明
治
四
四
）
一
月
、「
無
試
験
検
定
内
規
」

が
改
正
さ
れ
て
い
た
三
八
。
例
え
ば
、
小
本
正
の
場
合
、
該
当
者
は
、
①
「
官
立
師

範
学
校
卒
業
者
又
ハ
府
県
立
師
範
学
校
卒
業
者
」、
②
「
高
等
師
範
学
校
女
子
高
等
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師
範
学
校
卒
業
者
」、
③
「
明
治
廿
一
年
以
前
府
県
立
師
範
学
校
高
等
師
範
学
科
卒

業
者
」、
④
「
他
府
県
ニ
於
テ
検
定
ニ
依
リ
小
学
校
本
科
正
教
員
免
許
状
ヲ
受
得
シ

小
学
校
本
科
ノ
教
授
ニ
従
事
シ
タ
ル
者
」、
⑤
「
公
立
高
等
女
学
校
本
科
修
業
年
限

四
ヶ
年
以
上
補
習
科
修
業
年
限
二
ヶ
年
卒
業
者
ニ
シ
テ
在
学
中
教
育
ヲ
修
メ
二
ヶ
年

以
上
小
学
校
本
科
ノ
教
授
ニ
従
事
シ
タ
ル
者
、
但
在
学
中
教
育
ヲ
修
メ
サ
ル
者
ハ

三
ヶ
年
以
上
小
学
校
本
科
ノ
教
授
ニ
従
事
シ
タ
ル
者
」、
⑥
「
公
立
中
学
校
卒
業
者

ニ
シ
テ
三
ヶ
年
以
上
小
学
校
本
科
ノ
教
授
ニ
従
事
シ
タ
ル
者
」、
⑦
「
尋
常
小
学
校

本
科
正
教
員
又
ハ
明
治
三
十
三
年
八
月
以
前
受
得
シ
タ
ル
小
学
校
本
科
准
教
員
免
許

状
ヲ
有
シ
」、
次
の
要
件
を
満
た
し
た
者
、「
年
齢
男
子
ハ
三
十
歳
以
上
女
子
ハ
廿
五

歳
以
上
」、「
十
ヶ
年
以
上
小
学
校
ノ
教
育
ニ
従
事
シ
校
長
又
ハ
高
等
小
学
校
本
科
ノ

教
授
ニ
三
ヶ
年
以
上
従
事
シ
タ
ル
者
」、「
市
町
村
立
小
学
校
教
員
加
俸
令
第
三
条
ニ

依
リ
年
功
加
俸
ヲ
受
ク
ル
者
」、「
不
足
学
科
補
習
ノ
経
歴
ア
ル
者
」、
の
七
者
が
無

試
験
検
定
の
対
象
と
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
成
績
佳
良
の
場
合
に
合
格
と
さ
れ
た
。

　（
一
二
）
手
数
料
収
納
に
関
す
る
県
令

一
九
一
二
（
大
正
元
）
年
八
月
九
年
、
県
令
第
二
号
に
よ
り
「
小
学
校
教
員
学
力

検
定
手
数
料
等
収
納
ニ
関
ス
ル
件
」
が
定
め
ら
れ
た
三
九
。

長
野
県
令
第
二
号

小
学
校
教
員
学
力
検
定
手
数
料
等
収
納
ニ
関
ス
ル
件
左
ノ
通
定
ム

大
正
元
年
八
月
九
日　
　
　
　
　

長
野
県
知
事　

千
葉
貞
幹

一　

 

小
学
校
教
員
学
力
検
定
手
数
料
及
免
許
状
書
換
並
ニ
再
渡
手
数
料
ヲ
納
付
セ
ン

ト
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
町
村
長
ハ
収
入
役
ヲ
シ
テ
之
ヲ
受
領
セ
シ
メ
遅
滞
ナ
ク

其
金
額
氏
名
ヲ
郡
長
ニ
報
告
ス
ヘ
シ

二　
郡
長
ハ
前
項
ノ
報
告
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
納
入
告
知
書
ヲ
町
村
長
ニ
発
ス
ヘ
シ

（
一
三
）
規
程
改
定
（
大
正
元
）

一
九
一
二
（
大
正
元
）
年
一
一
月
二
二
日
、
県
令
第
一
二
号
に
よ
り
規
程
の
一
部

が
改
定
さ
れ
、
定
期
試
験
検
定
に
よ
ら
ず
試
験
検
定
に
申
請
で
き
る
者
に
、「
郡
市

長
ノ
特
ニ
稟
申
セ
ル
出
願
者
」
が
加
え
ら
れ
た
（
第
六
四
条
）
四
〇
。
す
な
わ
ち
臨

時
試
験
検
定
受
験
対
象
者
が
拡
大
さ
れ
た
。

（
一
四
）
試
験
検
定
省
略
科
目
告
示
（
大
正
二
）

一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
六
月
一
三
日
、
県
告
示
第
二
一
一
号
に
よ
り
「
小
学
校

教
員
検
定
試
験
ニ
於
テ
普
通
ノ
学
力
ヲ
有
ス
ト
認
ム
ル
モ
ノ
及
ビ
同
試
験
ニ
欠
ク
ベ

キ
科
目
」
が
示
さ
れ
た
四
一
。

（
一
五
）
規
程
改
定
（
大
正
二
）

一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
七
月
一
日
、
県
令
第
二
七
号
に
よ
り
規
程
の
一
部
が
改

定
さ
れ
、
長
野
県
「
師
範
学
校
第
三
種
小
学
校
教
員
講
習
科
修
了
尋
常
小
学
校
准
教

員
試
験
検
定
出
願
者
は
「
副
申
」
が
不
要
と
さ
れ
た
（
第
六
五
条
）
四
二
。

（
一
六
）
試
験
検
定
省
略
科
目
告
示
（
大
正
三
）

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
一
〇
月
一
六
日
、
県
告
示
第
三
五
八
号
に
よ
り
試
験
検

定
省
略
科
目
が
改
め
ら
れ
た
四
三
。

専
科
正
教
員
試
験
検
定
に
お
い
て
「
修
身
、
国
語
、
算
術
ニ
関
シ
普
通
ノ
学
力
ア

ル
者
」
に
掲
げ
ら
れ
た
「
高
等
女
学
校
技
芸
専
修
科
卒
業
者
」
に
関
し
て
「
大
正
元

年
度
以
前
」
と
限
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
新
た
に
「
実
科
高
等
女
学
校
又
ハ
高
等
女

学
校
ノ
実
科
ノ
課
程
ヲ
修
了
シ
タ
ル
モ
ノ
」
が
追
加
さ
れ
た
。

ま
た
試
験
検
定
の
欠
く
べ
き
科
目
（
省
略
科
目
）
の
規
定
に
関
し
て
、
①
公
立
高
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等
女
学
校
本
科
補
習
科
卒
業
生
は
修
業
年
限
二
か
年
か
ら
一
年
以
上
に
改
め
ら
れ
る

と
と
も
に
、
②
実
科
高
等
女
学
校
ま
た
は
高
等
女
学
校
実
科
教
科
修
了
者
の
尋
本
正

試
験
受
験
に
際
し
「
教
育　

地
理　

歴
史　

理
科
ノ
試
験
ヲ
行
ヒ
其
ノ
他
ノ
科
目
ノ

試
験
ヲ
欠
ク
」、
③
実
科
高
等
女
学
校
ま
た
は
高
等
女
学
校
実
科
修
了
後
同
校
補
習

科
修
業
一
年
以
上
ノ
課
程
修
了
者
の
小
本
正
試
験
受
験
に
際
し
「
教
育　

地
理　

歴

史　

理
科
及
楽
器
使
用
ニ
関
シ
試
験
ヲ
行
ヒ
其
ノ
他
ノ
科
目
ノ
試
験
ヲ
欠
ク
」
こ
と

と
さ
れ
た
。
④
「
本
県
師
範
学
校
小
学
校
教
員
講
習
科
」
修
了
生
の
小
本
正
試
験
受

験
に
関
し
て
は
、
従
来
は
「
小
学
校
教
員
第
一
種
講
習
科
修
了
生
」
だ
け
で
あ
っ
た

も
の
が
「
第
二
種
講
習
科
並
ビ
ニ
明
治
三
十
八
年
度
以
前
本
県
師
範
学
校
小
学
校
教

員
第
一
種
講
習
科
修
了
生
」
も
加
え
ら
れ
た
。

七
　「
小
学
校
令
及
小
学
校
令
施
行
規
則
実
施
ニ
関
ス
ル
規
程
」（
一
九
一
四
）

（
一
）
規
程
制
定

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
一
一
月
二
八
日
、
県
令
第
四
〇
号
に
よ
り
「
小
学
校
令

及
小
学
校
令
施
行
規
則
実
施
ニ
関
ス
ル
規
程
」（
全
一
五
章
一
五
五
条
）
の
全
部
が

改
め
ら
れ
た
。
小
学
校
教
員
検
定
に
関
し
て
は
、「
第
八
章　

小
学
校
教
員
ノ
検
定

及
免
許
状
」
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
四
四
。

出
願
方
法
に
関
し
て
は
、
出
願
者
は
「
検
定
願
書
」、「
履
歴
書
」、「
身
体
検
査
書
」

を
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
提
出
に
際
し
て
は
、
市
町
村
長
が
小
学

校
令
施
行
規
則
第
一
〇
四
条
に
該
当
す
る
か
否
か
を
証
明
す
る
と
と
も
に
、
郡
長
が

無
試
験
検
定
出
願
者
に
関
し
て
学
力
、
技
能
、
性
行
に
つ
い
て
、
試
験
検
定
出
願
者

に
関
し
て
性
行
に
つ
い
て
意
見
具
申
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
長
野
県
立
学

校
小
学
校
教
員
講
習
科
修
了
者
等
は
副
申
不
要
と
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
、
小
学
校
令

施
行
規
則
第
一
〇
七
号
第
六
号
（「
其
ノ
他
府
県
知
事
ニ
於
テ
特
ニ
適
任
ト
認
メ
タ

ル
者
」）
該
当
者
は
出
願
自
体
が
不
要
と
さ
れ
た
（
第
五
四
、五
五
、五
六
条
）。
な
お
、

『
長
野
県
教
育
史
』、『
長
野
県
史
』
で
は
出
願
書
類
の
書
式
が
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、

『
長
野
県
報
』
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
書
式
に
人
物
評
価
に
関
す
る
記
入

欄
は
な
か
っ
た
。

検
定
実
施
回
数
・
時
期
に
関
し
て
は
、
無
試
験
検
定
は
随
時
、
試
験
検
定
は
年
一

回
と
さ
れ
た
。
長
野
県
立
学
校
小
学
校
教
員
講
習
科
修
了
者
、
郡
市
長
「
特
ニ
稟
申

セ
ル
出
願
者
」
等
は
定
期
試
験
検
定
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ

た
（
第
五
四
条
）。

試
験
科
目
に
関
し
て
は
、
小
本
正
で
農
業
、
商
業
、
手
工
の
内
の
一
科
目
が
課
さ

れ
、
小
准
で
も
図
画
、
音
楽
が
課
さ
れ
た
。（
第
五
七
、五
八
条
）

合
否
判
定
基
準
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

検
定
手
数
料
は
、
正
教
員
が
一
円
五
〇
銭
、
准
教
員
が
七
五
銭
と
さ
れ
（
第
六
一

条
）、
変
更
な
く
維
持
さ
れ
た
。

（
二
）
規
程
改
定
（
大
正
六
）

一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
一
月
一
九
日
、
県
令
第
三
号
に
よ
り
「
第
八
章
」
が
大

幅
に
改
め
ら
れ
、
章
名
も
「
小
学
校
教
員
検
定
及
免
許
状
」
に
改
め
ら
れ
た
。

変
更
点
は
、
検
定
実
施
回
数
・
時
期
に
関
し
て
、「
定
期
試
験
検
定
」
だ
け
で
な

く
「
臨
時
」
に
行
う
「
臨
時
試
験
検
定
」
が
明
記
さ
れ
た
（
第
五
五
条
）。
小
学
校

教
員
講
習
科
修
了
者
等
は
臨
時
試
験
検
定
対
象
者
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
た
。な
お
、

『
長
野
県
教
育
史
』、『
長
野
県
史
』
で
は
出
願
書
類
の
書
式
が
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、

『
長
野
県
報
』
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
書
式
に
人
物
評
価
に
関
す
る
記
入

欄
は
な
か
っ
た
。

そ
の
ほ
か
、
着
目
す
べ
き
変
更
点
と
し
て
、「
正
教
員
養
成
ノ
為
メ
知
事
ノ
指
揮

ヲ
受
ケ
テ
設
立
セ
ル
学
校
又
ハ
講
習
会
等
ノ
修
了
者
」
以
外
は
一
ヶ
年
以
上
の
教
職
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従
事
経
験
が
な
け
れ
ば
、
小
本
正
、
尋
本
正
検
定
に
出
願
で
き
な
い
こ
と
が
定
め
ら

れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
（
第
五
七
条
）。

検
定
手
数
料
も
左
記
の
よ
う
に
正
教
員
が
五
〇
銭
、
准
教
員
が
二
五
銭
増
額
さ
れ

た
（
第
六
一
条
）。

　
　
　
　
　
　
（
旧
）　　
　
　
　
　

（
新
）

正
教
員　
　

金
壱
円
五
〇
銭　

→　

金
弐
円

准
教
員　
　

金
七
五
銭　
　
　

→　

金
壱
円

な
お
、
同
月
、「
小
学
校
教
員
検
定
内
規
」
が
改
正
さ
れ
て
お
り
、
合
否
判
定
基

準
に
関
し
て
、「
試
験
検
定
内
規
」
に
お
い
て
本
科
正
教
員
及
び
准
教
員
は
「
各
試

験
科
目
四
十
点
以
上
総
約
点
五
十
点
以
上
」
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
教
育
科
は
「
教
育

学
科
並
ニ
教
育
実
習
ト
モ
各
定
点
ノ
二
分
ノ
一
」を
得
点
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

専
科
正
教
員
は
「
当
該
学
科
目
ノ
成
績
六
十
点
以
上
教
育
四
十
点
以
上
」
を
得
点
す

る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
四
五
。

「
小
学
校
教
員
検
定
内
規
」
に
は
「
無
試
験
検
定
内
規
」
も
含
ま
れ
て
い
た
。
例

え
ば
、
小
本
正
の
場
合
、
該
当
者
は
、
①
「
高
等
師
範
学
校
女
子
高
等
師
範
学
校
卒

業
者
」、
②
「
明
治
二
十
一
年
以
前
府
県
立
師
範
学
校
高
等
師
範
学
校
卒
業
者
」、
③

「
高
等
女
学
校
本
科
修
業
年
限
四
ヶ
年
以
上
卒
業
後
補
習
科
修
業
年
限
一
ヶ
年
以
上

修
了
者
ニ
シ
テ
六
ヶ
年
以
上
小
学
校
本
科
ノ
教
授
ニ
従
事
シ
タ
ル
者
又
ハ
高
等
女
学

校
修
業
年
限
四
ヶ
年
以
上
卒
業
者
ニ
シ
テ
七
ヶ
年
以
上
小
学
校
本
科
ノ
教
授
ニ
従
事

シ
タ
ル
者
」、
④
「
中
学
校
卒
業
者
ニ
シ
テ
六
ヶ
年
以
上
小
学
校
本
科
ノ
教
授
ニ
従

事
シ
タ
ル
者
」、
⑤
「
尋
常
小
学
校
本
科
正
教
員
又
ハ
明
治
三
十
三
年
八
月
以
前
受

得
シ
タ
ル
小
学
校
本
科
准
教
員
免
許
状
ヲ
有
シ
」「
尋
常
小
学
校
本
科
正
教
員
免
許

状
ヲ
有
シ
五
ヶ
年
以
上
小
学
校
ノ
教
育
ニ
従
事
シ
年
齢
男
子
ハ
四
十
歳
以
上
女
子
ハ

三
十
五
歳
以
上
数
学
理
科
補
習
ノ
経
歴
ア
ル
者
」
と
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
成
績
佳
良

の
場
合
に
合
格
と
さ
れ
た
。

（
三
）
試
験
検
定
省
略
科
目
告
示
（
大
正
六
）

一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
一
月
一
九
日
、
告
示
第
一
二
号
に
よ
り
試
験
検
定
校
種

別
免
除
科
目
が
改
定
さ
れ
た
。
従
来
、
科
目
免
除
は
「
公
立
中
学
校
」「
公
立
高
等

女
学
校
」
と
公
立
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
同
改
定
に
よ
り
「
公
立
」
の
二
文
字
が

削
除
さ
れ
た
。

新
た
に
実
科
高
等
女
学
校
及
び
高
等
女
学
校
実
科
卒
業
後
同
校
補
習
科
（
修
業
年

限
一
か
年
以
上
）
修
了
者
の
専
正
試
験
検
定
に
関
す
る
項
目
が
追
加
さ
れ
、「
教
育

ノ
大
要
及
受
験
科
目
ニ
附
帯
セ
ル
教
授
法
ノ
ミ
行
ヒ
其
ノ
他
ノ
科
目
ノ
試
験
ヲ
欠

ク
」
と
さ
れ
た
。　

（
四
）
規
程
改
定
（
大
正
一
〇
）

一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
七
月
一
日
、
県
令
第
五
十
七
条
に
よ
り
規
程
の
一
部

が
改
め
ら
れ
、
履
歴
書
書
式
が
改
め
ら
れ
た
（
第
六
四
条
）
四
六
。
た
だ
し
筆
者
が

確
認
し
た
限
り
で
は
「（
書
式
ハ
末
尾
ニ
附
ス
）」」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
県
令
末

尾
に
書
式
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
四
七
。
落
丁
で
あ
ろ
う
か
。

（
五
）
規
程
改
定
（
大
正
一
三
）

一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
二
月
一
五
日
、
県
令
第
八
号
に
よ
り
規
程
の
一
部
が

改
定
さ
れ
た
四
八
。

臨
時
試
験
対
象
者
で
あ
っ
た
小
学
校
教
員
講
習
科
修
了
者
、「
郡
市
長
ニ
於
テ
適

任
ト
認
メ
特
ニ
稟
申
セ
ル
出
願
者
」
が
削
除
さ
れ
、
新
た
に
「
本
県
設
置
ノ
教
員
講

習
所
」
が
加
え
ら
れ
た
。
ま
た
「
小
学
校
教
員
養
成
ノ
目
的
ヲ
以
テ
知
事
ノ
指
揮
ヲ

受
ケ
テ
設
置
セ
ル
」
学
校
ま
た
は
講
習
会
等
は
、「
知
事
ノ
指
定
シ
タ
ル
学
校
若
ク
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ハ
講
習
会
等
ニ
於
テ
所
定
ノ
学
科
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者
」
に
改
め
ら
れ
、
講
習
会
の
目

的
規
定
が
削
除
さ
れ
た
（
第
五
五
条
）。
す
な
わ
ち
、
郡
市
長
の
権
限
が
認
め
ら
れ

な
く
な
る
と
と
も
に
知
事
の
指
導
性
が
弱
く
な
っ
た
。
ま
た
、「
本
県
設
置
ノ
教
員

講
習
所
又
ハ
講
習
会
」
修
了
者
は
出
願
不
要
と
さ
れ
、「
当
該
管
理
者
」
が
申
請
す

る
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
六
八
条
）。

そ
の
ほ
か
、
小
本
正
・
尋
本
正
試
験
検
定
受
験
に
際
し
て
求
め
ら
れ
て
い
た
一
年

以
上
の
教
職
従
事
経
験
に
関
す
る
規
定
が
削
除
さ
れ
た
（
第
五
七
条
）。

な
お
、
同
月
、
一
一
月
に
「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
」
が
相
次
い
で
改
正

さ
れ
て
い
た
四
九
。
例
え
ば
、
小
本
正
の
場
合
、
一
月
・
内
規
に
お
い
て
、
①
「
中

学
校
又
ハ
高
等
女
学
ノ
卒
業
者
、
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
程
第
三
条
ノ
試
験
検
定

ニ
合
格
シ
タ
ル
者
及
同
規
程
第
八
条
第
一
号
ニ
依
リ
専
門
学
校
入
学
ニ
関
シ
（
各
専

門
学
校
ニ
通
ス
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
）
指
定
セ
ラ
レ
タ
ル
者
」
で
「
正
教
員
勤
務
三
ヶ
年

以
上
」
で
あ
り
、
且
つ
「
教
育
科
」
の
「
学
力
補
習
ノ
経
歴
」
が
あ
る
こ
と
を
要
件

と
し
、
こ
の
要
件
を
満
た
し
た
者
に
無
試
験
検
定
を
「
行
ヒ
其
成
績
佳
良
ナ
ル
者
」

が
合
格
と
さ
れ
た
。
②
ま
た
、「
尋
常
小
学
校
本
科
正
教
員
又
ハ
小
学
校
准
教
員
免

許
状
受
領
ノ
後
五
ヶ
年
以
上
小
学
校
ノ
教
育
ニ
従
事
シ
現
ニ
其
ノ
職
ニ
在
ル
者
」
で

あ
り
、
小
本
正
試
験
科
目
と
そ
の
程
度
に
準
じ
補
習
経
歴
を
有
す
る
こ
と
を
要
件
と

し
、
こ
の
要
件
を
満
た
し
た
者
に
無
試
験
検
定
を
「
行
ヒ
其
ノ
成
績
特
ニ
優
秀
ナ
ル

者
」
が
合
格
と
さ
れ
た
。
一
一
月
・
内
規
で
は
、
③
「
中
学
校
又
ハ
高
等
女
学
校
ノ

卒
業
者
、
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
程
第
三
条
ノ
試
験
検
定
ニ
合
格
シ
タ
ル
者
」
も

加
え
ら
れ
、
中
学
校
卒
業
者
等
と
同
様
に
扱
わ
れ
た
。

（
六
）
試
験
検
定
省
略
科
目
告
示
（
大
正
一
三
）

一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
一
二
月
五
日
、
県
告
示
第
六
七
三
号
に
よ
り
欠
く
こ

と
が
で
き
る
科
目
が
提
示
さ
れ
た
五
〇

同
告
示
で
は
、
専
正
試
験
の
「
修
身
国
語
算
術
ニ
関
シ
普
通
ノ
学
力
ア
ル
モ
ノ
」

に
「
実
業
学
校
卒
業
者
」、「
通
年
制
実
業
補
習
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
モ
ノ
」
が
新
た

に
加
え
ら
れ
た
。
そ
の
ほ
か
「
農
業
学
校
（
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
程
第
八
条
第

一
号
ニ
ヨ
リ
指
定
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
）
男
子
卒
業
者
」
の
小
本
正
、尋
本
正
、

専
正
試
験
検
定
省
略
科
目
が
新
た
に
加
え
ら
れ
た
。

（
七
）
規
程
改
定
（
大
正
一
四・一
回
目
）

一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
六
月
一
二
日
、
県
令
第
四
一
号
に
よ
り
規
程
の
一
部

が
改
定
さ
れ
た
五
一
。

願
書
出
願
期
限
に
関
し
て
、
従
来
は
教
員
種
別
に
か
か
わ
ら
ず
出
願
開
始
日
は
四

月
一
日
で
あ
っ
た
が
、
同
改
定
に
よ
り
准
教
員
及
び
専
科
正
教
員
へ
の
出
願
は
六
月

一
日
へ
と
改
め
ら
れ
た
（
第
五
五
条
）。
そ
の
ほ
か
願
書
書
式
、
成
績
佳
良
証
明
書

書
式
等
か
ら
「
学
業
欄
」
が
削
除
さ
れ
る
な
ど
し
た
（
第
五
九
、六
四
条
）
五
二
。

（
八
）
試
験
検
定
省
略
科
目
告
示
（
大
正
一
四
）

一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
一
一
月
六
日
、
県
告
示
第
五
八
三
号
に
よ
り
試
験
検

定
省
略
科
目
が
提
示
さ
れ
、長
野
臨
時
教
員
講
習
所
卒
業
生
（
一
九
二
五
年
度
以
後
）

は
小
本
正
試
験
受
験
に
際
し
教
育
科
を
省
略
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
五
三
。

（
九
）
規
程
改
定
（
大
正
一
五・一
回
目
）

一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
五
月
一
二
日
、
県
令
第
四
六
号
に
よ
り
規
程
の
一
部

が
改
定
さ
れ
た
五
四
。
小
准
試
験
科
目
に
関
し
て
、
従
来
は
科
目
に
「
男
子
ニ
在
リ

テ
ハ
」
と
性
別
が
付
さ
れ
て
い
た
が
、
同
改
定
に
よ
り
性
別
が
削
除
さ
れ
た
（
第

六
四
条
）。
な
お
、
同
年
四
月
に
小
学
校
令
施
行
規
則
が
改
定
さ
れ
、
小
准
試
験
科
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目
規
定
も
改
め
ら
れ
て
い
る
が
、
性
別
に
関
す
る
変
更
は
な
い
。
同
改
定
は
長
野
県

の
判
断
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
一
〇
）
規
程
改
定
（
大
正
一
五・二
回
目
）

同
年
七
月
一
日
、
県
令
第
七
六
号
に
よ
り
規
程
の
一
部
が
改
定
さ
れ
た
五
五
。

出
願
方
法
に
関
し
て
、
願
書
等
は
市
町
村
を
経
由
し
て
提
出
す
る
よ
う
明
記
さ
れ

る
と
と
も
に
、
中
等
学
校
卒
業
者
は
そ
の
証
明
書
、
教
員
免
許
状
受
領
者
は
そ
の
写

し
を
提
出
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
。
ま
た
教
員
免
許
状
、
成
績
佳
良
証
明
書
に
関
し

て
「
他
府
県
ヨ
リ
下
附
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
其
ノ
府
県
ノ
証
明
書
」
も
添

え
る
よ
う
追
記
さ
れ
、
厳
格
化
さ
れ
た
（
第
五
七
条
）。

試
験
検
定
実
施
日
が
左
記
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
出
願
開
始
日
も
そ

れ
に
伴
い
改
め
ら
れ
た
（
本
科
正
教
員
が
四
月
一
日
か
ら
五
月
一
日
へ
、
准
教
員
・

専
科
正
教
員
が
六
月
一
日
か
ら
二
月
一
日
へ
）（
第
五
四
、五
五
条
）。

　
　
　
　
　
　
　
　

（
旧
）　　
　
　
　
　
（
新
）

小
本
正　
　
　
　

六
月
二
一
日　

→　

七
月
二
一
日

尋
本
正　
　
　
　

六
月
二
六
日　

→　

七
月
二
七
日

小
准
・
尋
准　
　

八
月
二
〇
日　

→　

三
月
二
五
日

専
正　
　
　
　
　

八
月
二
五
日　

→　

三
月
二
九
日

（
一
一
）
試
験
検
定
省
略
科
目
告
示
（
大
正
一
五
）

一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
一
二
月
一
三
日
、
県
告
示
第
七
〇
四
号
に
よ
り
試
験

検
定
省
略
科
目
が
提
示
さ
れ
た
五
六
。

同
告
示
で
は
、
専
正
試
験
の
「
修
身
、
国
語
、
算
術
ニ
関
シ
普
通
ノ
学
力
ア
ル
モ

ノ
」
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
実
業
補
習
学
校
卒
業
者
に
関
し
て
、「
通
年
制
実
業
補
習

学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
モ
ノ
」
か
ら
「
授
業
日
数
二
百
日
以
上
ノ
公
立
実
業
補
習
学
校

ニ
於
テ
後
期
二
ヶ
年
以
上
ノ
課
程
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
」
へ
と
要
件
が
改
め
ら
れ
た
。

（
一
二
）
規
程
改
定
（
大
正
一
五・三
回
目
）

同
年
一
二
月
二
三
日
、
県
令
第
一
二
九
号
に
よ
り
規
程
の
一
部
が
改
定
さ
れ
た
五
七
。

出
願
に
際
し
て
一
度
は
出
願
者
の
「
性
行
」
調
査
に
関
す
る
規
定
が
削
除
さ
れ
た

が
、
同
改
定
に
よ
り
復
活
し
、
教
員
免
許
状
所
有
の
在
職
者
に
関
し
て
学
校
長
が
出

願
者
の
性
行
を
意
見
具
申
す
る
こ
と
、
な
ど
が
規
定
さ
れ
た
（
第
五
七
条
）
五
八
。

成
績
佳
良
証
明
書
、
免
許
状
の
書
式
も
改
め
ら
れ
た
（
第
六
三
、六
四
条
）。
そ
の
ほ

か
、
臨
時
試
験
検
定
出
願
に
関
し
て
、
従
来
は
出
願
期
限
を
告
示
す
る
こ
と
が
明
記

さ
れ
て
い
た
が
、
該
当
箇
所
が
削
除
さ
れ
、
臨
時
試
験
検
定
施
行
は
そ
の
都
度
、
告

示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
第
五
五
条
）。

小
本
正
試
験
科
目
の
科
目
名
も
「
国
語
、漢
文
」
は
「
国
語
及
漢
文
」
へ
、「
算
術
」

は
「
数
学
」
へ
、「
物
理
、
化
学
」
は
「
物
理
及
化
学
」
へ
と
改
め
ら
れ
た
（
第

五
六
条
）。

（
一
三
）
卒
業
証
明
書
書
式
告
示

一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
一
月
一
〇
日
、
県
告
示
第
七
号
に
よ
り
卒
業
証
明
書
書

式
が
規
定
さ
れ
た
五
九
。

長
野
県
告
示
第
七
号

大
正
三
年
十
一
月
長
野
県
令
第
四
十
号
小
学
校
令
及
小
学
校
令
施
行
規
則
実
施
ニ
関

ス
ル
規
程
第
五
十
七
条
第
三
号
ニ
依
ル
学
校
長
ノ
卒
業
ニ
関
ス
ル
証
明
書
様
式
左
ノ

通
定
ム

　
　
　
　
　
　
　
卒
業
証
明
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
族
籍
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氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生
年
月
日

右
ハ　
　
年　
　
月　
　
日　
本
校　
（
科
）
／
（
期
）（
入
学
資
格
）　　
学
年
ニ

入
学
シ　
　
年　
　
月　
　
日
全
科
（
授
業
日
数
毎
学
年
二
百
日
以
上
／
修
業
年
限

　
　
ヶ
年
）
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
証
明
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
々
学
校
長　
氏
名　
印

（
一
四
）
高
女
専
攻
科
卒
業
生
へ
の
試
験
検
定
に
よ
る
小
本
正
免
許
状
附
与

一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
三
月
、
長
野
高
女
、
松
本
高
女
、
上
田
高
女
専
攻
科
卒

業
生
に
対
し
て
試
験
検
定
に
よ
り
小
本
正
免
許
状
附
与
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
六
〇
。

『
長
野
県
教
育
史
』
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

 

全
国
的
に
専
攻
科
設
置
例
が
少
な
く
、
例
年
入
学
者
が
一
千
人
前
後
の
状
況
に
お

い
て
長
野
県
の
占
め
る
比
重
は
大
き
い
が
、全
般
に
低
調
で
あ
る
こ
と
は
否
め
ず
、

特
に
初
期
の
卒
業
者
率
が
著
し
く
低
い
。（
中
略
）
就
職
難
の
さ
な
か
の
昭
和
二

年
三
月
に
初
の
卒
業
生
を
出
す
寸
前
ま
で
、
教
員
免
許
取
得
上
の
資
格
問
題
の
決

着
が
つ
か
ず
、動
揺
が
大
き
か
っ
た
こ
と
も
退
学
者
増
大
の
一
因
に
な
っ
て
い
る
。

結
局
、
第
一
回
卒
業
生
に
は
試
験
検
定
で
小
学
校
本
科
正
教
員
の
免
許
が
与
え
ら

れ
…

こ
の
記
述
は
、『
長
野
県
女
子
専
門
学
校
長
野
県
短
期
大
学
五
十
年
史
』
を
典
拠

と
し
て
い
る
が
、『
長
野
県
報
』
に
関
連
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
二
月
一
七
日
、
県
告
示
第
九
七
号
に
は
、
高
女
専
攻
科
卒

業
生
に
対
し
て
教
授
法
の
み
試
験
を
行
い
、
そ
の
他
の
試
験
科
目
を
免
除
す
る
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
た
。
詳
細
は
次
の
と
お
り
六
一
。

長
野
県
告
示
第
九
十
七
号

小
学
校
教
員
試
験
検
定
ニ
於
テ
欠
ク
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
科
目
及
小
学
校
専
科
正
教
員
試

験
検
定
ニ
於
テ
普
通
ノ
学
力
ヲ
有
ス
ト
認
ム
ル
者
ニ
関
ス
ル
大
正
十
五
年
告
示
第

七
百
四
号
中
第
二
号
ニ
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ

本
県
立
高
等
女
学
校
ノ
専
攻
科
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
小
学
校
本
科
正
教
員
ノ

試
験
検
定
ヲ
出
願
ス
ル
者
ハ
教
授
法
ニ
関
ス
ル
試
験
ヲ
行
ヒ
其
ノ
他
ノ
試
験
ヲ
欠

ク昭
和
二
年
二
月
十
七
日�

長
野
県
知
事　

高
橋
守
雄

（
一
五
）
規
程
改
定
（
昭
和
二
）

一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
四
月
二
八
日
、
県
令
第
二
九
号
に
よ
り
規
程
の
一
部
が

改
定
さ
れ
た
六
二
。
同
改
定
で
は
、
手
数
料
を
「
振
替
貯
金
口
座
（
名
義
長
野
県
学

務
部
口
座
番
号
長
野
五
五
参
五
番
）」
に
払
い
込
む
よ
う
新
た
に
定
め
ら
れ
た
（
第

六
二
条
）。

（
一
六
）
規
程
改
定
（
昭
和
三・一
回
目
）

一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
一
月
二
三
日
、
県
令
第
六
号
に
よ
り
規
程
の
一
部
が
改

定
さ
れ
た
六
三
。

試
験
検
定
実
施
日
が
左
記
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
る
と
と
も
に
（
第
五
四
条
）、
出

願
期
限
を
規
定
し
た
第
五
五
条
が
削
除
さ
れ
、出
願
期
限
が
明
記
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

（
旧
）　　
　
　

（
新
）

小
本
正　
　
　
　

七
月
二
一
日　

→　

七
月
下
旬
ヨ
リ
八
月

尋
本
正　
　
　
　

七
月
二
七
日　

→　
（
右
同
）

小
准
・
尋
准　
　

三
月
二
五
日　

→　

三
月
下
旬

　

専
正　
　
　
　

三
月
二
九
日　

→　
（
右
同
）
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そ
の
ほ
か
、
願
書
書
式
な
ど
を
規
定
し
た
条
文
が
第
五
七
条
に
集
約
、
簡
略
化
さ

れ
、「
検
定
出
願
者
ハ
左
記
所
定
ノ
様
式
ニ
ヨ
ル
願
書
用
紙
ニ
必
要
事
項
ヲ
記
入
シ

期
日
迄
ニ
当
庁
ニ
差
出
ス
ヘ
シ
」
と
だ
け
記
さ
れ
た
（
第
六
四
条
削
除
）。
願
書
は

試
験
検
定
用
と
無
試
験
検
定
用
の
二
種
が
用
意
さ
れ
、
試
験
検
定
用
は
免
許
種
ご
と

に
用
意
さ
れ
た
。
願
書
に
は
「
身
分
証
明
」
も
含
ま
れ
、
願
書
裏
面
は
「
成
績
表
」

と
な
っ
て
お
り
、
佳
良
証
明
年
月
日
や
点
数
も
記
入
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
た
。

試
験
検
定
小
本
正
用
願
書
書
式
は
左
記
の
と
お
り
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
こ
こ
ま
で

詳
細
に
記
入
を
求
め
た
願
書
書
式
を
み
た
こ
と
が
な
い
。

（
一
七
）
規
程
改
定
（
昭
和
三・二
回
目
）

同
年
四
月
二
三
日
、
県
令
第
三
七
号
に
よ
り
規
程
の
一
部
が
改
定
さ
れ
た
六
四
。

同
改
定
で
は
、試
験
検
定
施
行
を
告
示
で
予
告
す
る
よ
う
改
め
ら
れ
る
と
と
も
に（
第

五
五
条
）、
検
定
手
数
料
が
増
額
さ
れ
た
。
正
教
員
は
一
円
、
准
教
員
は
五
〇
銭
増

額
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　

（
旧
）　　
　

（
新
）

正
教
員　
　

金
弐
円　

→　

金
参
円

准
教
員　
　

金
壱
円　

→　

金
壱
円
五
拾
銭

（
一
八
）
試
験
検
定
省
略
科
目
告
示
（
昭
和
四
）

一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
一
二
月
六
日
、
県
告
示
第
六
五
五
号
に
よ
り
、
長
野
県

伊
那
高
等
女
学
校
校
友
会
、
同
県
篠
ノ
井
高
等
女
学
校
同
窓
会
設
置
に
よ
る
補
習
科

（横三寸）

※
氏
名

受番
験号

受
験
地

※

学卒
校業

卒年
業月

　注　意

〇本票ハ折ルヘカラス

〇※印アル欄ノ外記入ヲ要セス（但佳良証明受得セサル科目ハ

　空欄ノコト）

〇履歴ハ各出願セル検定ニ直接関係アル事項ノミ記載スヘシ

　尚卒業学校ハ最終卒業ノ学校者（裏面注意）

〇ペン書。数字ハ総テ算用数字ノコト

　
（

縦
五
寸
）

身体検査

身
分
証
明

様式第一号
　　　小学校本科正教員試験検定願

　本出願者本籍氏名生年月日相違無之且小学校令施行
　規則第百四条ノ各号ニ該当セザルコトヲ証明ス
　　　　　昭和　　　年　　　月　　　　日

※

※

※

※　　　年　月　日※

※

手領
数収
料印

※

※

（

表
面
）

男 女 別

生年月日

出　願
年月日

履
　
　
　
歴

職
業
其
他

本 籍 地

現 住 地

農業

小正 成　　績　　表 （選択科目※ 商業科）

手工

氏
名

※
番
号

点　数 点　数

理論

実地 理論

平均 実地

国語 平均

漢文 理論

平均 実地

算術 平均

幾何 理論

代数 実地

簿記 平均

平均 普理

普実

平均

教理

物理 教実

化学

平均

理論 理論

実地 実地

平均 平均

平均 合否

注　意

　〇成績佳良証明書他庁県ヨリ受得ノ場合ハ佳良証明年月欄ヘ其

　　県名ヲモ学科目毎ニ記入スヘシ

　〇選択科目中選択セザル科目ハ削除ノコト

第　　　　　　　号　年　月　日

第　　　　　　　号　年　月　日

※

※

※

※

※

※

※

※

佳良証明年月日

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

平均

習　字

法制経済

科　目

受
験
地

佳良証明年月日

※

※

総　計

科目数

家
事

裁
縫

音
楽

体
操

選
科

免許状

証明書

図
画

※

※

※

※

※

（

裏
面
）

教
育

国
漢

数
学

物
化

科　目

身　修

歴　史

地　理

博　物
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及
び
家
政
科
修
了
者
の
う
ち
所
定
の
要
件
を
満
し
た
者
は
裁
縫
専
科
正
教
員
試
験
検

定
に
際
し
裁
縫
科
試
験
を
省
略
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
六
五
。

（
一
九
）
試
験
検
定
省
略
科
目
告
示
（
昭
和
五・一
回
目
）

一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
二
月
三
日
、
県
告
示
第
九
五
号
に
よ
り
、
長
野
県
須
坂

高
等
女
学
校
同
窓
会
設
置
に
よ
る
補
習
科
修
了
者
の
う
ち
所
定
の
要
件
を
満
た
し
た

者
は
裁
縫
専
科
正
教
員
試
験
検
定
に
際
し
裁
縫
科
試
験
を
省
略
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

六
六
。

（
二
〇
）
規
程
改
定
（
昭
和
五・一
回
目
）

同
年
二
月
一
〇
日
、
県
令
第
九
号
に
よ
り
規
程
の
一
部
が
改
定
さ
れ
た
六
七
。

出
願
方
法
に
関
し
て
、「
学
校
教
員
ノ
職
ニ
在
ル
者
」
に
は
当
該
学
校
長
が
「
性
行
」

だ
け
で
な
く
「
勤
務
状
況
等
」
も
調
査
副
申
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
五
七
条
）。

提
出
文
書
の
う
ち
の
卒
業
証
明
書
に
関
し
て
は
、
中
等
学
校
「
以
上
ノ
学
校
」
に
も

言
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
第
五
七
条
）。
こ
れ
ら
の
書
式
も
明
示
さ
れ
た
（
第

五
八
条
）。『
長
野
県
教
育
史
』
で
は
書
式
が
省
略
さ
れ
て
い
た
た
め
、
筆
者
が
『
長

野
県
報
』
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
書
式
に
大
き
な
変
更
点
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
二
一
）
試
験
検
定
省
略
科
目
告
示
（
昭
和
五・二
回
目
）

同
年
三
月
一
七
日
、
県
告
示
第
二
〇
三
号
に
よ
り
、
試
験
検
定
省
略
科
目
対
象
者

に
関
し
て
、「
本
県
立
高
等
女
学
校
ノ
専
攻
科
」
の
次
に
「
長
野
県
女
子
専
門
学
校

本
科
」
が
加
え
ら
れ
た
六
八
。

（
二
二
）
試
験
検
定
省
略
科
目
告
示
（
昭
和
五・三
回
目
）

同
年
五
月
八
日
、
県
告
示
第
三
四
二
号
に
よ
り
、
長
野
県
飯
田
高
等
女
学
校
補
習

科
修
了
者
の
う
ち
所
定
の
要
件
を
満
た
し
た
者
は
裁
縫
専
科
正
教
員
試
験
検
定
に
際

し
裁
縫
科
を
省
略
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
六
九

（
二
三
）
試
験
検
定
省
略
科
目
告
示
（
昭
和
五・四
回
目
）

同
年
八
月
一
八
日
、
県
告
示
第
六
一
〇
号
に
よ
り
、
長
野
県
大
町
高
等
女
学
校
校

友
会
設
置
に
よ
る
裁
縫
専
修
科
修
了
者
の
う
ち
所
定
の
要
件
を
満
た
し
た
者
は
裁
縫

専
科
正
教
員
試
験
検
定
に
際
し
裁
縫
科
を
省
略
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
七
〇
。

（
二
四
）
規
程
改
定
（
昭
和
五・二
回
目
）

同
年
一
〇
月
一
六
日
、
県
令
第
六
一
号
に
よ
り
規
程
の
一
部
が
改
定
さ
れ
、
出
願

書
類
に
関
し
、
試
験
検
定
受
験
者
は
新
た
に
「
写
真
」
も
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

（
第
五
七
条
）
七
一
。

（
二
五
）
規
程
改
定
（
昭
和
七
）

一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
四
月
一
四
日
、
県
令
第
二
六
号
に
よ
り
規
程
の
一
部
が

改
定
さ
れ
た
七
二
。
同
改
定
で
は
願
書
書
式
が
改
め
ら
れ
る
と
と
も
に（
第
五
七
条
）、

小
本
正
試
験
科
目
が
改
め
ら
れ
、「
公
民
科
」
が
新
た
に
挿
入
さ
れ
る
と
と
も
に
、「
博

物
、
物
理
及
化
学
」
が
「
理
科
」
に
改
め
ら
れ
、「
習
字
」
及
び
「
法
制
経
済
」
が

削
除
さ
れ
た
（
第
五
六
条
）。

書
式
の
形
式
に
大
き
な
変
更
は
み
ら
れ
な
い
が
、採
点
区
分
が
変
更
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、「
教
育
」
科
に
関
し
て
は
、
従
来
の
採
点
は
「
理
論
」「
実
地
」
に
分
け
ら

れ
て
い
た
が
、
同
改
定
に
よ
り
「
心
理
学
」、「
論
理
学
」、「
教
育
学
」、「
教
授
法
」、

「
管
理
法
」、「
教
育
史
」
各
科
目
に
関
し
て
点
数
を
記
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
小

本
正
願
書
「
裏
面
」
の
「
成
績
表
」
は
次
の
と
お
り
。
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（
二
六
）
試
験
検
定
省
略
科
目
告
示
（
昭
和
七
）

同
日
、
試
験
検
定
省
略
科
目
に
関
す
る
告
示
も
出
さ
れ
た
七
三
。
同
告
示
は
、「
小

学
校
令
施
行
規
則
第
百
十
三
条
各
号
該
当
者
省
略
科
目
」
と
題
さ
れ
、
該
当
者
の
試

験
検
定
省
略
科
目
を
一
覧
表
形
式
に
し
て
明
示
し
た
。
一
覧
表
形
式
で
示
し
た
だ
け

で
な
く
、
新
た
に
「
師
範
学
校
中
学
校
高
等
女
学
校
教
員
免
許
状
若
ハ
高
等
学
校
高

等
科
教
員
免
許
状
所
有
者
」、「
文
部
省
直
轄
学
校
ニ
於
テ
某
科
目
ニ
関
シ
特
ニ
教
員

ノ
職
ニ
適
ス
ル
教
育
ヲ
受
ケ
テ
卒
業
シ
タ
ル
者
」
の
項
目
が
追
加
さ
れ
た
。
そ
の
ほ

か
、
省
略
可
能
な
科
目
も
改
め
ら
れ
て
い
る
（
例
、
中
学
校
卒
業
者
の
小
本
正
、
尋

本
正
出
願
の
場
合
）。

中
学
校
卒
業
者
の
小
本
正
、
尋
本
正
試
験
検
定
出
願
の
場
合

小
本
正　
（
旧
）　
教
育
、
音
楽
、
簿
記
並
び
に
農
業
・
商
業
・
手
工
の
内
一
つ

　
　
　
　
（
新
）　
教
育
、
国
語
、
漢
文
、
数
学
、
音
楽
、
農
業
・
商
業
・
手
工
の

　
　
　
　
　
　
　
内
一
つ

尋
本
正　
（
旧
）　
教
育

　
　
　
　
（
新
）　
教
育
、
国
語
、
算
術

（
二
七
）
規
程
改
定
（
昭
和
八
）

一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
四
月
二
四
日
、
県
令
第
二
三
号
に
よ
り
規
程
の
一
部
が

改
定
さ
れ
、
准
教
員
・
専
科
正
教
員
の
定
期
試
験
検
定
実
施
時
期
が
「
三
月
下
旬
」

か
ら
「
八
月
下
旬
」
へ
改
め
ら
れ
た
（
第
五
四
条
）
七
四
。

（
二
八
）
規
程
改
定
（
昭
和
九・一
回
目
）

一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
二
月
五
日
、
県
令
第
七
号
に
よ
り
規
程
の
一
部
が
改
定

さ
れ
、無
試
験
検
定
願
書
書
式
が
改
め
ら
れ
た
七
五
。
同
願
書
で
は「
校
長
経
由
」、「
視

察
意
見
」
な
ど
、
人
物
評
価
に
関
す
る
記
入
事
項
が
詳
細
に
規
定
さ
れ
た
。

長
野
県
令
第
七
号

大
正
三
年
十
一
月
長
野
県
令
第
四
十
号
小
学
校
令
及
小
学
校
令
施
行
規
則
実
施
ニ
関

ス
ル
規
程
中
左
ノ
通
改
正
シ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

　
昭
和
九
年
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
野
県
知
事　
岡
田
周
造

第
五
十
七
条
検
定
願
書
様
式
第
六
号
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム

（裏面）

　　小　正 成　　績　　表

氏
名

番
号

合否

合否

注意 〇成績佳良証明書所持ノ場合ハ点数欄ニ下付年月日及府

　県名ヲ各科目ニ記入スヘシ

〇農業商業、手工ノ中ヨリ一ヲ選択シ他ノ二科目ハ抹削

　スヘシ

教　理

教　実

計

計

理　論

実　地実　地

計 計

理　論

実　地

計

理　論

計

国
　
　
　
　
　
　
語

点数

修　　　身

科　　目

実地試験

総　計 平均

平均

教授法

教育学

計

漢　文

家
　
事

裁
　
縫

文学史

習　字

文　法

実　地

計

体　理

体　実

計

公　民　科

理　論

実　地

計

博　物

物　理

化　学

算　術

代　数教
　
　
　
　
　
　
育

作　文

理
　
　
　
科

幾　何

計

科　　目

論理学

心理学
数
　
　
　
学

講　読

計

教育史

管理法

点数

図
　
画

音
　
楽

体
　
　
　
　
　
　
操

農
商
手

科　　目

理　論

受験地 ※※

順　位

身体検査

歴　　　史

地　　　理

点数
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な
お
同
規
程
改
定
に
先
立
つ
一
月
に
「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
」
が
改
定

さ
れ
て
い
る
七
六
。『
長
野
県
教
育
史
』
で
は
「
大
正
一
三
年
二
月
内
規
を
整
備
し
た

も
の
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
が
七
七
、『
長
野
県
教
育
史　

史
料
編
』
収
録
の
昭
和
九

年
・
内
規
に
は
「
大
正
十
五
年
三
月
改
正
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
大
正
一
三
年
・

内
規
と
比
較
す
る
と
、
対
象
者
に
「
実
業
学
校
（
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
程
第

十
一
条
ニ
ヨ
リ
指
定
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
）
男
子
卒
業
者
」、「
実
業
補
習
学
校
教
員
養

成
所
（
修
業
年
限
二
ヶ
年
）
卒
業
者
」
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

（
二
九
）
規
程
改
定
（
昭
和
九・二
回
目
）

一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
二
月
八
日
、
県
令
第
一
〇
号
に
よ
り
規
程
の
一
部
が
改

定
さ
れ
、検
定
等
の
手
数
料
が
改
め
ら
れ
、増
額
さ
れ
た
七
八
。
正
教
員
検
定
は
一
円
、

准
教
員
検
定
は
五
〇
銭
増
額
さ
れ
た
。

長
野
県
令
第
十
号

大
正
三
年
十
一
月
長
野
県
令
第
四
十
号
小
学
校
令
及
小
学
校
令
施
行
規
則
実
施
ニ
関

ス
ル
規
程
中
左
ノ
通
改
正
シ
昭
和
九
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

　
昭
和
九
年
二
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
野
県
知
事　
岡
田
周
造

第 

六
十
一
条
中
「
金
参
円
」
ヲ
「
金
四
円
」
ニ
、「
金
壱
円
五
拾
銭
」
ヲ
「
金
弐
円
」

ニ
改
ム

第
六
十
二
条
中
「
金
五
拾
銭
」
ヲ
「
金
壱
円
」
ニ
改
ム

八
　「
国
民
学
校
令
施
行
細
則
」
期
（
一
九
四
一
）

（
一
）
細
則
制
定

一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
六
月
九
日
、
県
令
第
四
四
号
に
よ
り
「
国
民
学
校
令

施
行
細
則
」（
全
六
章
四
六
条
）
が
制
定
さ
れ
た
。
国
民
学
校
教
員
検
定
に
関
し
て

は
「
第
四
章　

検
定
」
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
七
九
。

出
願
方
法
に
関
し
て
は
、
出
願
者
は
「
願
書
」
等
を
、「
学
校
職
員
」
は
「
当
該

学
校
長
」、
そ
れ
以
外
は
「
本
籍
市
町
村
長
」
を
経
由
し
て
知
事
へ
提
出
す
る
こ
と

と
さ
れ
た
（
第
二
九
、三
〇
条
）。
提
出
書
類
は
試
験
検
定
か
無
試
験
検
定
、
最
終
学

歴
や
受
験
免
許
種
に
よ
り
異
な
っ
て
い
た
。
願
書
が
試
験
検
定
用
と
無
試
験
検
定
用

に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
願
書
以
外
の
提
出
書
類
は
次
の
と
お
り
。

願
書
以
外
の
提
出
書
類

・ 

中
等
学
校
以
上
の
卒
業
者　
卒
業
証
明
書
、
当
該
学
校
長
の
成
績
証
明
書
及
び

歴　略
住
所

本
籍

生
年

月
日

氏
名

受
験

番
号

校
長

経
由

在
職

学
校

出
　
願

年
月
日

合
否

規
定

条
項

見意察視

様
式
第
六
号

小
学
校
　
　
　
　
　
教
員
無
試
験
検
定
願

男
女
別

手
数
料

領
　
収

年
　
　
月
　
　
日

意　注

一
、

※
印
ア
ル
欄
ハ
記
入
ス
ベ
カ
ラ
ズ

一
、

氏
名
ハ
戸
籍
ト
一
致
セ
シ
ム
ベ
シ

一
、

履
歴
ハ
検
定
ニ
直
接
関
係
ア
ル
事
項
ノ
ミ
記
入
ス
ベ
シ

一
、

ペ
ン
書
、

数
字
ハ
略
記
法
ニ
ヨ
ル
ベ
シ

歴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　履

年
　
　
月
　
　
日
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「
人
物
考
定
書
」

・
専
門
学
校
入
学
者
検
定
試
験
検
定
合
格
者　
合
格
証
書
の
写
し

・ 
専
科
訓
導
受
験
の
公
私
立
青
年
学
校
卒
業
者　
当
該
学
校
の
卒
業
証
明
書
及
び

「
人
物
考
定
書
」

・ 

成
績
佳
良
証
明
書
所
有
者　
成
績
佳
良
証
明
書
の
写
し
、
他
府
県
の
証
明
書
の

場
合
は
当
該
府
県
の
「
下
附
証
明
書
」

・
試
験
検
定
出
願
者　
写
真

提
出
書
類
の
書
式
は
「
小
学
校
令
及
小
学
校
令
施
行
規
則
実
施
ニ
関
ス
ル
規
程
」

期
と
お
お
よ
そ
同
じ
で
あ
る
が
、試
験
検
定
願
書
に
お
い
て
「
身
分
証
明
」
欄
に
「
道

府
県
郡
市
長
村
長　

氏
名　

印
」
が
明
記
さ
れ
、証
明
者
が
明
記
さ
れ
る
と
と
も
に
、

学
校
職
員
が
出
願
す
る
際
に
提
出
を
求
め
ら
れ
た
「
副
申
書
」（
第
十
四
号
書
式
）

の
書
式
が
初
め
て
定
め
ら
れ
た
（
後
掲
）。

検
定
実
施
回
数
・
時
期
に
関
し
て
は
、
試
験
検
定
は
年
一
回
及
び
臨
時
に
行
う
と

さ
れ
、
定
期
試
験
検
定
の
実
施
時
期
は
国
民
学
校
本
科
訓
導
及
び
初
等
科
訓
導
は
七

月
下
旬
な
い
し
は
八
月
上
旬
、
専
科
訓
導
及
び
准
訓
導
（
本
科
及
び
初
等
科
）
は
八

月
下
旬
と
さ
れ
た
。
定
期
「
試
験
検
定
施
行
ニ
関
ス
ル
事
項
ハ
予
メ
之
ヲ
告
示
ス
」

と
さ
れ
、
詳
細
は
告
示
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
二
五
条
）。

試
験
科
目
に
関
し
て
は
、
男
子
で
欠
く
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
農
業
、
工
業
、

商
業
の
内
の
一
科
目
が
課
さ
れ
た
。（
第
二
六
条
）

合
否
判
定
基
準
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

検
定
手
数
料
は
、
細
則
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
今
回
の
調
査
に
お
い

て
新
た
に
手
数
料
徴
収
規
則
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
同
細
則
に
先

立
ち
、
同
日
付
で
県
令
第
四
二
号
「
訓
導
、
養
護
訓
導
、
准
訓
導
及
幼
稚
園
保
姆
ノ

検
定
手
数
料
並
同
免
許
状
書
換
及
再
渡
手
数
料
徴
収
規
則
」
が
制
定
さ
れ
、
手
数
料

徴
収
規
則
が
定
め
ら
れ
て
い
た
八
〇
。
検
定
手
数
料
は
「
訓
導
、
養
護
訓
導
及
保
姆
」

の
場
合
が
四
円
、「
准
訓
導
」
の
場
合
が
二
円
と
さ
れ
、
金
額
は
変
更
な
く
維
持
さ

れ
て
い
た
。

（
二
）
試
験
検
定
省
略
科
目
告
示
（
昭
和
一
六
）

同
月
二
六
日
、
試
験
省
略
告
示
も
出
さ
れ
た
八
一
。
同
告
示
は
、「
国
民
学
校
令
施

行
規
則
第
百
三
条
各
号
該
当
者
省
略
科
目
」
と
題
さ
れ
、
該
当
者
の
試
験
検
定
省
略

科
目
を
一
覧
表
に
し
て
明
示
す
る
と
と
も
に
、「
公
立
私
立
実
業
学
校
教
員
資
格
ニ

関
ス
ル
規
程
第
一
条
第
三
号
ノ
指
定
ニ
依
リ
文
部
大
臣
ノ
指
定
シ
タ
ル
者
」
が
追
加

さ
れ
て
い
る
。

一
、
各
項
目
ニ
亙
リ
精
密
慎
重
ニ
調
査
シ
可
成
具
体
的
明
瞭
ニ
記
載
ス
ル
コ
ト

一
、
本
人
ノ
履
歴
事
項
等
ニ
対
シ
テ
ハ
正
否
ヲ
厳
密
ニ
調
査
ス
ル
コ
ト

第
十
四
号
様
式

　
（
受
験
　
　
）
　
　
　
副
　
　
申
　
　
書

　
　
番
号

各
年
次
別
担
任
学
年
及
勤
務
別

 
専
科
訓
導
検
定
出
願
者
ニ
対
シ

　
テ
ハ
其
ノ
受
持
専
科
目
及
毎
週

　
授
業
時
数
ヲ
モ
記
入
ス
ル
コ
ト

略
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
歴

　
職
氏
名
及
出
願
種
別

気
質
、
才
幹
、
動
作
、
素
行
及

家
庭
ノ
状
況

備
考

教
授
訓
練
ノ
成
績
及
勤
務
状
況

出
願
専
科
目
ノ
研
究
ト
学
力
向

上
ニ
努
メ
タ
ル
事
項

　
　
専
科
訓
導
検
定
出
願
ノ
場

　
　
合
ニ
限
ル

其
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
他
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（
三
）
細
則
改
定
（
昭
和
一
八・一
回
目
）

一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
六
月
二
四
日
、
県
令
第
二
八
号
に
よ
り
規
程
の
一
部

が
改
定
さ
れ
た
八
二
。
出
願
方
法
に
関
し
て
、「
学
校
職
員
」
で
あ
っ
て
も
「
教
員
免

許
状
ヲ
有
セ
ザ
ル
学
校
職
員
」
は
「
当
該
学
校
長
及
本
籍
地
市
町
村
長
」
へ
提
出
す

る
こ
と
と
さ
れ
た
。
ま
た
「
中
等
学
校
以
上
ノ
卒
業
者
」
は
そ
れ
ま
で
提
出
が
求
め

ら
れ
て
い
た
「
成
績
証
明
書
」
及
び
「
人
物
考
査
書
」
の
提
出
が
求
め
ら
れ
な
く
な
っ

た
（
第
二
九
条
）。

（
四
）
細
則
改
定
（
昭
和
一
八・二
回
目
）

同
年
一
二
月
一
三
日
、
県
令
五
七
号
に
よ
り
規
程
の
一
部
が
改
定
さ
れ
た
八
三
。

国
民
学
校
本
科
訓
導
及
び
養
護
訓
導
の
試
験
科
目
名
が
改
め
ら
れ
る
と
と
も
に
（
第

二
六
、二
七
条
）、
国
民
学
校
令
施
行
規
則
第
百
五
条
第
三
号
（
地
方
長
官
ニ
於
テ
特

ニ
適
任
ト
認
メ
タ
ル
者
）
該
当
者
に
つ
い
て
「
引
続
キ
一
年
以
上
学
校
看
護
婦
」
と

記
さ
れ
て
い
た
箇
所
が
「
養
護
婦
」
に
改
め
ら
れ
、そ
の
成
績
は
「
佳
良
」
か
ら
「
優

良
」
に
改
め
ら
れ
た
（
第
二
八
条
）。
試
験
科
目
名
変
更
に
関
し
て
は
、
同
年
三
月

八
日
に
文
部
省
令
第
六
号
に
よ
り
「
師
範
学
校
規
程
」
が
改
め
ら
れ
て
お
り
、
同
規

程
に
お
い
て
教
科
・
科
目
名
が
改
め
ら
れ
た
八
四
。

（
五
）
試
験
検
定
科
目
省
略
告
示
（
昭
和
一
九
）

一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
一
月
一
七
日
、
県
告
示
第
六
号
に
よ
り
試
験
省
略
告

示
が
出
さ
れ
た
八
五
。
同
告
示
は
、「
国
民
学
校
令
施
行
規
則
第
百
三
条
各
号
該
当
者

省
略
科
目
」
と
題
さ
れ
、
該
当
者
の
試
験
検
定
省
略
科
目
を
一
覧
表
に
し
て
明
示
し

た
。

（
六
）
専
科
訓
導
受
験
有
資
格
者
、
佳
良
証
明
告
示

同
日
、
告
示
第
七
号
、
第
八
号
に
よ
り
専
科
訓
導
試
験
検
定
に
お
け
る
「
国
民
科
、

理
数
科
ノ
各
科
目
ニ
関
シ
中
等
学
校
卒
業
卒
業
程
度
以
上
ノ
学
力
ヲ
有
ス
ル
者
ト
認

メ
」
た
る
者
、
小
学
校
令
施
行
規
則
か
ら
国
民
学
校
令
施
行
規
則
に
移
行
す
る
に
あ

た
っ
て
の
佳
良
証
明
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
た
八
六
。
佳
良
証
明
に
関
す
る
県
告
示
は

次
の
と
お
り（
専
科
訓
導
に
関
す
る
第
七
号
告
示
は
言
及
す
る
に
止
め
、省
略
す
る
）。

長
野
県
告
示
第
八
号

国
民
学
校
教
員
検
定
委
員
会
ニ
於
テ
昭
和
十
八
年
十
二
月
二
日
迄
ニ
国
民
学
校
令
施

行
規
則
第
百
七
条
ニ
ヨ
リ
佳
良
証
明
ヲ
得
タ
ル
科
目
ア
ル
者
ハ
左
記
ノ
例
ニ
依
リ
相

当
ノ
教
科
及
科
目
ニ
合
格
シ
タ
ル
者
ト
看
做
ス

　
昭
和
十
九
年
一
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
野
県
知
事　
郡
山
義
夫

　
　
　
従
前
ノ
学
科
目　
　
　
　
　
相
当
教
科
及
科
目

　
　
修
身
及
公
民
科　
　
　
　
　
国
民
科　
修
身
公
民

　
　
国
語
漢
文　
　
　
　
　
　
　
国
民
科　
国
語
漢
文

　
　
歴　
　
史　
　
　
　
　
　
　
国
民
科　
歴
史

　
　
地　
　
理　
　
　
　
　
　
　
国
民
科　
地
理

　
　
教　
　
育　
　
　
　
　
　
　
教
育
科　
教
育
、
心
理
、
衛
生

　
　
数　
　
学　
　
　
　
　
　
　
理
数
科　
数
学

　
　
理　
　
科　
　
　
　
　
　
　
理
数
科　
物
象
、
生
物

　
　
農　
　
業　
　
　
　
　
　
　
実
業
科　
農
業

　
　
工　
　
業　
　
　
　
　
　
　
実
業
科　
工
業

　
　
商　
　
業　
　
　
　
　
　
　
実
業
科　
商
業

　
　
家　
　
事　
　
　
　
　
　
　
家
政
科　
家
政
、
育
児
保
健
、
農
芸
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裁　
　
縫　
　
　
　
　
　
　
家
政
科　
被
服

　
　
体　
　
操　
　
　
　
　
　
　
体
錬
科　
体
操
、
教
練

　
　
武　
　
道　
　
　
　
　
　
　
体
錬
科　
武
道

　
　
音　
　
楽　
　
　
　
　
　
　
芸
能
科　
音
楽

　
　
習　
　
字　
　
　
　
　
　
　
芸
能
科　
書
道

　
　
図　
　
画　
　
　
　
　
　
　
芸
能
科　
図
画

　
　
工　
　
作　
　
　
　
　
　
　
芸
能
科　
工
作

従
前
ニ
於
テ
修
身
又
ハ
公
民
科
ノ
一
科
目
ノ
佳
良
証
明
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
国
民
科
修

身
公
民
ノ
科
目
ヲ
受
験
ス
ベ
シ

（
七
）
細
則
改
定
（
昭
和
二
一
）

一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
一
二
月
一
六
日
、
県
令
第
六
六
号
に
よ
り
規
程
の
一

部
が
改
定
さ
れ
た
八
七
。
教
員
の
呼
称
が
改
め
ら
れ
、「
訓
導
」
が
す
べ
て
「
教
員
」

に
改
め
ら
れ
た
（
第
二
五
、二
六
、二
九
、三
一
条
）。
試
験
科
目
に
関
し
て
本
科
教
員

の
試
験
検
定
科
目
か
ら
「
武
道
」
が
削
除
さ
れ
た
（
第
二
六
条
）。

（
八
）
最
後
の
臨
時
試
験
検
定
実
施

確
認
し
た
限
り
で
は
、
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
一
一
月
一
四
日
、
県
告
示
第

四
七
七
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
臨
時
試
験
検
定
」
施
行
が
最
後
の
試
験
検
定
で
あ
る

八
八
。
同
告
示
に
よ
れ
ば
翌
（
一
九
四
七
）
年
一
月
九
日
か
ら
二
五
日
に
か
け
て
「
本

科
教
員
」、「
初
等
科
教
員
」、「
養
護
教
員
」
の
試
験
が
長
野
師
範
学
校
（
男
子
部
）、

同
（
女
子
部
）
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

九
　
ま
と
め

以
上
の
よ
う
に
み
て
き
て
、
次
の
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
一
）長
野
県
の
小
学
校
教
員
検
定
関
係
規
則
は
、「
長
野
県
小
学
師
範
学
校
規
則
」、

「
学
事
諸
則
」、「
小
学
校
教
員
免
許
状
授
与
規
則
」、「
小
学
校
教
員
検
定
細
則
」、「
小

学
校
教
員
検
定
等
ニ
関
ス
ル
細
則
」、「
小
学
校
教
員
検
定
及
免
許
状
ニ
関
ス
ル
細

則
」、「
小
学
校
令
及
小
学
校
令
施
行
規
則
実
施
ニ
関
ス
ル
規
程
」、「
国
民
学
校
令
施

行
細
則
」
の
諸
規
則
で
規
定
さ
れ
て
い
た
。

（
二
）
出
願
方
法
に
関
し
て
は
、
願
書
、
履
歴
書
、
身
体
検
査
書
等
を
、
郡
市
長

村
長
経
由
で
県
知
事
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
際
、
郡
市
長
等
が
品
行

等
に
つ
い
て
副
申
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

出
願
方
法
は
他
府
県
と
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
が
、
願
書
書
式
が
試
験
検
定
用

と
無
試
験
検
定
用
が
明
確
に
区
別
さ
れ
記
入
事
項
が
異
な
り
、
受
験
者
に
佳
良
証
明

年
月
日
や
点
数
を
詳
細
に
記
入
さ
せ
る
点
は
先
行
研
究
に
お
い
て
検
討
さ
れ
た
府
県

と
異
な
っ
て
い
た
。
特
に
学
校
在
職
者
が
出
願
す
る
際
に
校
長
が
作
成
す
る
副
申
書

の
書
式
を
定
め
た
の
は
長
野
県
だ
け
で
あ
っ
た
。

そ
の
ほ
か
、
臨
時
試
験
検
定
の
対
象
と
な
る
講
習
会
開
設
に
関
し
て
「
知
事
ノ
指

揮
」
を
明
記
し
て
い
た
こ
と
、
合
わ
せ
て
本
科
正
教
員
養
成
講
習
会
開
設
を
知
事
以

外
に
認
め
な
か
っ
た
こ
と
（
一
九
〇
二
年
以
降
）、「
郡
市
長
ノ
特
ニ
稟
申
セ
ル
出
願

者
」
は
定
期
試
験
検
定
の
規
定
に
拠
ら
ず
に
出
願
可
能
と
さ
れ
た
こ
と
（
一
九
一
二

―
二
四
年
）、
小
学
校
令
施
行
規
則
第
一
〇
七
条
第
六
号
該
当
者
は
出
願
自
体
が
不

要
と
さ
れ
た
こ
と
（
一
九
一
四
―
二
四
年
）、
期
間
は
限
ら
れ
る
が
、「
知
事
ノ
指
揮
」

に
よ
る
講
習
所
・
講
習
会
修
了
者
以
外
は
一
年
以
上
の
教
職
経
験
が
な
い
と
本
科
正

教
員
試
験
検
定
を
受
験
で
き
な
い
と
し
た
こ
と
（
一
九
一
七
―
二
四
年
）
な
ど
は
他

府
県
で
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
八
九
。　

561



（
三
）
検
定
実
施
回
数
・
時
期
等
に
関
し
て
は
、
当
初
は
実
施
回
数
が
年
二
回
あ

る
い
は
四
回
で
揺
れ
て
い
た
が
、
一
九
〇
〇
年
以
降
は
安
定
し
て
無
試
験
検
定
は
随

時
、
試
験
検
定
は
年
一
回
及
び
臨
時
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
他
府
県
と
同
様
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
明
治
後
期
以
降
、
実
施
回
数
が
変
化
し
な
い
府
県
は
多
く
は
な
い

が
、
京
都
府
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
四
）
試
験
科
目
に
関
し
て
は
、
小
本
正
、
小
准
に
お
い
て
欠
く
こ
と
が
で
き
る

と
さ
れ
た
図
画
等
が
課
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
も
東
京
府
な
ど
、
他
府
県
に
同
様
の
事

例
は
存
在
し
た
。

（
五
）
合
否
判
定
基
準
に
関
し
て
は
、「
小
学
校
教
員
検
定
試
験
細
則
」（
一
八
九
二

年
）
で
は
各
学
科
一
〇
〇
満
点
中
六
〇
点
以
上
と
さ
れ
、「
小
学
校
教
員
検
定
内
規
」

（
一
九
一
七
年
）
で
は
本
科
正
教
員
及
び
准
教
員
は
各
試
験
科
目
四
〇
点
以
上
、
平

均
で
五
〇
点
以
上
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
教
育
科
は
学
科
、
実
習
と
も
二
分
の
一
以
上

を
得
点
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
合
格
基
準
点
は
や
や
低
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
例
え
ば
、
同
時
期
の
栃
木
県
で
は
本
科
正
教
員
の
場
合
、
各
試
験
科
目
四
〇

点
以
上
、
平
均
六
〇
点
以
上
が
合
格
と
さ
れ
て
い
た
（
一
九
二
〇
年
）。

（
六
）
検
定
手
数
料
に
関
し
て
は
、一
円
か
ら
始
ま
り
、最
終
的
に
は
正
教
員
四
円
、

准
教
員
二
円
（
い
ず
れ
も
敗
戦
前
ま
で
）
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
た
九
〇
。
検
定
手
数

料
は
府
県
に
よ
り
か
な
り
異
な
り
、
例
え
ば
群
馬
県
の
よ
う
に
県
内
者
、
県
外
者
に

よ
り
検
定
料
を
区
別
し
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
確
認
し
た
限
り
で
は
岡
山
県
の

正
教
員
五
円
、
准
教
員
三
円
（
い
ず
れ
も
一
九
三
六
年
）
が
最
も
高
額
で
あ
り
、
最

低
は
北
海
道
の
本
科
訓
導
三
円
、
そ
れ
以
外
は
二
円
で
あ
っ
た
（
一
九
四
一
年
）。

長
野
県
は
岡
山
県
ほ
ど
高
額
で
は
な
い
が
、
北
海
道
ほ
ど
低
く
は
な
か
っ
た
。

（
七
）
こ
の
よ
う
に
、
長
野
県
の
小
学
校
教
員
検
定
制
度
は
、
検
定
実
施
回
数
、

試
験
科
目
、
検
定
手
数
料
は
他
府
県
と
比
較
し
、
特
に
際
立
つ
点
は
な
か
っ
た
が
、

出
願
方
法
に
関
し
、
臨
時
試
験
検
定
の
対
象
と
な
る
講
習
会
等
開
設
に
お
け
る
「
知

事
ノ
指
揮
」
の
強
調
、
郡
市
長
の
「
稟
申
」
の
優
先
な
ど
、
知
事
、
郡
市
長
の
管
理

な
い
し
は
関
与
が
強
い
こ
と
（
特
に
本
科
正
教
員
に
対
し
て
）
は
長
野
県
的
特
質
と

し
て
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
後
に
。
本
稿
は
、
四
年
間
、
長
野
県
立
歴
史
館
等
に
通
い
、『
長
野
県
教
育
史
』、

『
長
野
県
史
』
と
『
長
野
県
報
』
と
を
照
合
し
な
が
ら
、『
長
野
県
統
計
書
』、『
信
濃

教
育
会
雑
誌
』
の
記
述
、
記
事
に
も
注
意
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
通
史
的
に
検
討
し
、

よ
う
や
く
作
成
し
終
え
た
。
遺
漏
、
誤
記
、
誤
認
の
な
い
よ
う
十
分
注
意
し
た
つ
も

り
で
あ
る
が
、
不
備
や
誤
認
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
読
者
の
ご
批
正
を
乞
う
。

謝
辞　
『
長
野
県
報
』
等
の
閲
覧
に
際
し
、
長
野
県
立
歴
史
館
閲
覧
室
の
職
員
の

皆
様
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。
ま
た
入
稿
前

の
原
稿
を
読
み
、
ご
意
見
を
寄
せ
て
く
だ
さ
っ
た
釜
田
史
氏
（
愛
知
教
育
大
学
）
に

も
感
謝
い
た
し
ま
す
。
再
調
査
し
な
け
れ
ば
記
せ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
い
た
だ
い
た

意
見
に
は
応
え
き
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
丁
寧
に
お
読
み
く
だ
さ
り
、
的
確
な
ご
意
見

を
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

付
記　
本
研
究
は
科
学
研
究
費
補
助
金（17H

02660�

基
盤
研
究（
Ｂ
）（
一
般
）「
戦

前
日
本
の
初
等
教
員
養
成
に
お
け
る
初
等
教
員
検
定
の
果
た
し
た
役
割
に
関
す
る
歴

史
的
研
究
」、
研
究
代
表
者
・
丸
山
剛
史
）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

一 

船
寄
俊
雄
「
教
員
養
成
史
研
究
の
課
題
と
展
望
」（『
日
本
教
育
史
研
究
』
第
一
三

号
、
一
九
九
三
年
、
八
三
―
八
四
ペ
ー
ジ
）、。
船
寄
編
著
『
論
集
現
代
日
本
の
教
育

史　
２　
教
員
養
成・教
師
論
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、二
〇
一
四
年
、三
七
八
ペ
ー
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ジ
）、
ほ
か
。

二 
秋
田
県
に
関
し
て
は
釜
田
史『
秋
田
県
小
学
校
教
員
養
成
史
研
究
序
説
』学
文
社
、

二
〇
一
二
年
、
宮
城
県
に
関
し
て
は
笠
間
賢
二
「
小
学
校
教
員
検
定
に
関
す
る
基
礎

的
研
究　

―
宮
城
県
を
事
例
と
し
て
―
」（『
宮
城
教
育
大
学
紀
要
』
第
四
〇
巻
、

二
〇
〇
五
年
、
二
二
九
―
二
四
三
ペ
ー
ジ
）
ほ
か
、
兵
庫
、
静
岡
両
県
に
関
し
て
は

丸
山
剛
史
（
研
究
代
表
者
）『
平
成
二
三
年
度
～
平
成
二
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助

金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
研
究
成
果
報
告
書　
戦
前
日
本
の
初
等
教
員
養
成
に
お
け
る
初

等
教
員
検
定
の
意
義
と
役
割
に
関
す
る
通
史
的
事
例
研
究
』（
二
〇
一
四
年
）
所
収

の
山
本
朗
登
、丸
山
の
論
考
、東
京
、大
阪
、岡
山
の
各
府
県
に
関
し
て
は
丸
山
（
研

究
代
表
者
）『
平
成
二
六
年
度
～
平
成
二
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究（
Ｃ
）

研
究
成
果
報
告
書　
戦
前
日
本
の
初
等
教
員
養
成
に
お
け
る
初
等
教
員
検
定
の
果
た

し
た
役
割
に
関
す
る
府
県
比
較
研
究
』（
二
〇
一
八
年
）
所
収
の
丸
山
の
論
考
、
北

海
道
、
京
都
府
に
関
し
て
は
丸
山
（
研
究
代
表
者
）『
平
成
二
九
年
度
～
令
和
三
年

度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｂ
）
研
究
成
果
報
告
書
（
中
間
報
告
書
）　
戦

前
日
本
の
初
等
教
員
養
成
に
お
け
る
初
等
教
員
検
定
の
果
た
し
た
役
割
に
関
す
る
歴

史
的
研
究
』（
二
〇
二
一
年
）
所
収
の
丸
山
の
論
考
、
群
馬
県
に
関
し
て
は
内
田
徹・

丸
山
「
旧
学
制
下
群
馬
県
に
お
け
る
小
学
校
教
員
検
定
制
度　
―
一
九
〇
〇
年
九
月

以
前
―
」（『
東
京
福
祉
大
学
・
大
学
院
紀
要
』
第
五
巻
第
二
号
、
二
〇
一
五
年
、

一
二
三
―
一
三
〇
ペ
ー
ジ
）、
埼
玉
県
に
関
し
て
は
内
田
・
丸
山
「
旧
学
制
下
埼
玉

県
の
小
学
校
教
員
検
定
制
度　
―
一
九
〇
〇
年
以
前
―
」（『
浦
和
論
叢
』第
六
〇
号
、

二
〇
一
九
年
、
七
九
―
九
六
ペ
ー
ジ
）
ほ
か
、
栃
木
県
に
関
し
て
は
丸
山
「
旧
学
制

下
栃
木
県
の
小
学
校
教
員
検
定
制
度
（
一
）　
―
一
九
〇
〇
年
七
月
以
前
―
」（『
宇

都
宮
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要　
第
一
部
』
第
六
六
号
、二
〇
一
六
、一
―
二
〇
ペ
ー

ジ
）、
ほ
か
。
岡
山
県
、
京
都
府
に
関
し
て
は
、
遠
藤
健
治
の
論
考
も
教
員
養
成
所

規
程
、検
定
内
規
を
検
討
し
て
お
り
看
過
で
き
な
い
（
遠
藤
「
戦
前
日
本
に
お
い
て
、

私
立
学
校
は
小
学
校
教
員
養
成
の
埒
外
に
あ
っ
た
の
か
―
京
都
府
小
学
校
無
試
験
検

定
内
規
の
復
刻
を
と
お
し
て
」『
美
作
大
学
・
美
作
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
』
第

六
三
号
、
二
〇
一
八
年
、
一
―
八
ペ
ー
ジ
、
ほ
か
）。

三 

丸
山
剛
史
「
戦
前
日
本
の
小
学
校
教
員
検
定
合
格
者
数
の
道
府
県
比
較
（
一
）　

―
試
験
検
定
・
一
九
〇
〇
―
四
〇
年
―
」、「
同
（
二
）　

―
無
試
験
検
定
・

一
九
〇
〇
―
四
〇
年
―
」（『
宇
都
宮
大
学
教
育
学
部
紀
要　

第
一
部
』
第
六
一
、

六
二
号
、
二
〇
一
一
、一
二
年
。

四 

長
野
県
学
務
課
検
定
試
験
研
究
会
編
纂
『
小
学
校
正
教
員
／
准
教
員
／
専
科
正
教

員
検
定
試
験
問
題
集　
最
近
五
ヶ
年
間　
受
験
者
心
得　
大
正
十
五
年
』
信
濃
図
書

刊
行
会
、
一
九
二
六
年
。
同
様
に
、
明
ら
か
に
県
学
務
課
が
関
与
し
て
い
た
と
み
ら

れ
る
も
の
に
山
梨
県
学
務
部
学
務
課
『
山
梨
県
小
学
校
教
員
小
学
校
教
員
・
幼
稚
園

保
姆
検
定
受
験
案
内
』（
柳
正
堂
、
一
九
三
五
年
）
が
あ
る
。
同
書
に
関
し
て
は
、

釜
田
史
氏
の
教
示
を
得
た
。

五 

佐
藤
秀
夫「
都
道
府
県
の
教
育
の
歴
史　
そ
の
見
方
と
と
ら
え
方
」『
教
育
と
情
報
』

第
三
七
四
号
、
一
九
八
九
年
、
一
〇
ペ
ー
ジ
。

六 

長
野
県
教
育
史
刊
行
会
編
集
・
発
行
『
長
野
県
教
育
史　
第
十
巻　
史
料
編
四
』、

一
九
七
五
年
、
八
三
〇
―
八
三
四
ペ
ー
ジ
。

七 

同
前
、
八
三
四
ペ
ー
ジ
。

八 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
巻
』、
六
一
―
六
六
ペ
ー
ジ
。

九 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
巻
』
八
四
九
―
八
六
二
ペ
ー
ジ
。

一
〇 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
巻
』、
八
六
五
―
八
七
二
ペ
ー
ジ
。

一
一 
同
前
、
八
六
八
―
八
六
九
ペ
ー
ジ
。

一
二 

長
野
県
教
育
史
刊
行
会
編
集
・
発
行
『
長
野
県
教
育
史　
第
十
一
巻　
史
料
編

五
』、
一
九
七
六
年
、
一
七
ペ
ー
ジ
。

一
三 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
一
巻
』、
一
七
二
―
一
七
六
ペ
ー
ジ
。
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一
四 
「
１
２
８　

小
学
校
教
員
検
定
細
則
制
定
に
つ
き
県
令
」
の
「
注
」「
３
」『
長

野
県
教
育
史　
第
十
一
巻
』、
一
七
六
ペ
ー
ジ
。

一
五 

「
１
２
８　

小
学
校
教
員
検
定
細
則
制
定
に
つ
き
県
令
」
の
「
注
」「
４
」『
長

野
県
教
育
史　
第
十
一
巻
』、
一
七
六
ペ
ー
ジ
。

一
六 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
一
巻
』、
二
六
九
―
二
七
一
ペ
ー
ジ
。

一
七 

「
１
２
８　
小
学
校
教
員
検
定
細
則
制
定
に
つ
き
県
令
」
の
「
注
１
」『
長
野
県

教
育
史　
第
十
一
巻
』、
一
七
六
ペ
ー
ジ
。

一
八 

「
長
野
県
令
第
四
十
八
号
」『
長
野
県
報
』
第
一
〇
八
号
、
一
八
九
八
年
九
月

二
〇
日
、
三
一
四
―
三
一
五
ペ
ー
ジ
。

一
九 

「
１
２
８　

小
学
校
教
員
検
定
細
則
制
定
に
つ
き
県
令
」
の
「
注
」「
５
」『
長

野
県
教
育
史　
第
十
一
巻
』、
一
七
六
ペ
ー
ジ
。

二
〇 

長
野
県
教
育
史
刊
行
会
編
集
・
発
行
『
長
野
県
教
育
史　
第
十
二
巻　
史
料
編

六
』、
一
九
七
七
年
、
二
一
―
二
三
ペ
ー
ジ
。

二
一 「
２
１　
小
学
校
教
員
検
定
・
免
許
状
細
則
制
定
に
つ
き
県
令
」
の
「
注
」「
１
」

『
長
野
県
教
育
史　
第
十
二
巻
』、
二
三
ペ
ー
ジ
。

二
二 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
二
巻
』、
四
六
―
六
八
ペ
ー
ジ
。

二
三 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
二
巻
』、
六
九
ペ
ー
ジ
。

二
四 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
二
巻
』、
一
二
八
ペ
ー
ジ
。

二
五 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
二
巻
』、
六
八
ペ
ー
ジ
。

二
六 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
二
巻
』、
六
八
ペ
ー
ジ
。

二
七 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
二
巻
』、
七
一
ペ
ー
ジ
。

二
八 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
二
巻
』、
八
二
九
ペ
ー
ジ
。

二
九 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
二
巻
』、
七
一
―
七
三
ペ
ー
ジ
。

三
〇 

こ
の
ほ
か
、
小
本
正
、
小
専
正
は
「
選
定
科
目
」
を
願
書
中
に
朱
書
き
す
る
よ

う
指
示
さ
れ
た
（
第
七
六
条
）。

三
一 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
二
巻
』、
二
〇
一
―
二
〇
三
ペ
ー
ジ
。

三
二 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
二
巻
』、
七
三
ペ
ー
ジ
。

三
三 

長
野
県
教
育
史
刊
行
会
編
集・発
行
『
長
野
県
教
育
史　
第
十
三
巻　
史
料
篇
』、

一
九
七
八
年
、
七
―
九
ペ
ー
ジ
。

三
四 

長
野
県
教
育
史
刊
行
会
編
集・発
行
『
長
野
県
教
育
史　
第
三
巻
』、五
五
五
ペ
ー

ジ
。

三
五 『
長
野
県
教
育
史　
第
三
巻
』、五
六
九
ペ
ー
ジ
、『
同　
第
十
三
巻
』、九
ペ
ー
ジ
。

三
六 

そ
の
ほ
か
、
成
績
佳
良
証
明
書
所
有
者
が
「
同
一
ノ
出
願
ヲ
為
ス
ト
キ
」
は
科

目
名
と
年
月
日
を
、
専
科
正
教
員
受
験
者
で
前
年
以
前
に
第
一
次
試
験
に
合
格
し
た

こ
と
が
あ
る
者
は
履
歴
書
学
業
欄
に
そ
の
旨
記
入
す
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
た
（
第

七
一
、七
六
条
）、。

三
七 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
三
巻
』、
一
四
ペ
ー
ジ
。

三
八 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
三
巻
』、
九
七
―
九
九
ペ
ー
ジ
。

三
九 『
長
野
県
報
』
第
三
号
、
一
九
一
二
年
八
月
九
日
、
三
ペ
ー
ジ
。

四
〇 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
三
巻
』、
一
五
ペ
ー
ジ
。

四
一 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
三
巻
』、
一
三
一
ペ
ー
ジ
。

四
二 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
三
巻
』、
一
六
ペ
ー
ジ
。

四
三 

『
長
野
県
教
育
史　
第
三
巻
』、
五
七
三
ペ
ー
ジ
。『
同　
十
三
巻
』、
一
三
二
―

一
三
三
ペ
ー
ジ
。

四
四 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
三
巻
』、
一
五
一
―
一
六
九
ペ
ー
ジ
。

四
五 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
三
巻
』、
二
二
六
ペ
ー
ジ
。

四
六 

長
野
県
教
育
史
刊
行
会
編
集
・
発
行
『
長
野
県
教
育
史　
第
十
四
巻　
史
料
編

八
』、
二
四
―
二
五
ペ
ー
ジ
。

四
七 「
長
野
県
令
第
五
十
七
号
」『
長
野
県
報
』第
五
〇
九
号
、一
九
二
一
年
七
月
一
日
、

一
八
八
―
一
九
二
ペ
ー
ジ
。
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四
八 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
四
巻
』、
二
六
―
二
七
ペ
ー
ジ
。

四
九 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
四
巻
』、
一
二
〇
―
一
二
二
ペ
ー
ジ
。

五
〇 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
四
巻
』、
一
三
七
―
一
三
八
ペ
ー
ジ
。

五
一 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
四
巻
』、
二
七
―
二
八
ペ
ー
ジ
。

五
二 

こ
の
ほ
か
、
第
五
四
、五
五
、五
八
条
に
お
け
る
出
願
方
法
記
述
整
理
に
よ
り
第

五
八
条
が
削
除
さ
れ
た
。

五
三 

「
長
野
県
告
示
第
五
百
八
十
三
号
」『
長
野
県
報
』
第
七
三
三
号
、
一
九
二
五
年

一
一
月
六
日
、
一
〇
二
〇
ペ
ー
ジ
。

五
四 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
四
巻
』、
二
九
ペ
ー
ジ
。

五
五 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
四
巻
』、
三
二
ペ
ー
ジ
。

五
六 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
四
巻
』、
一
三
八
―
一
四
〇
ペ
ー
ジ
。

五
七 

『
長
野
県
教
育
史　
第
十
四
巻
』、
三
五
ペ
ー
ジ
。『
長
野
県
報
』
第
八
一
六
号
、

二
五
五
―
二
五
七
ペ
ー
ジ
。

五
八 

こ
の
ほ
か
、
履
歴
書
、
身
体
検
査
書
を
添
付
す
る
こ
と
が
改
め
て
明
記
さ
れ
る

と
と
も
に
、
専
科
正
教
員
試
験
検
定
出
願
者
で
「
授
業
日
数
二
百
日
以
上
ノ
公
立
実

業
補
習
学
校
ニ
於
テ
後
期
二
ヶ
年
以
上
ノ
課
程
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
及
之
ニ
準
ス
ル
学

歴
ヲ
有
ス
ル
者
」
は
出
身
学
校
長
の
卒
業
証
明
書
を
添
付
す
る
よ
う
、
新
た
に
追
記

さ
れ
た
。

五
九 

「
長
野
県
告
示
第
七
号
」『
長
野
県
報
』
第
三
号
、
一
九
二
七
年
一
月
一
〇
日
、

四
六
―
四
七
ペ
ー
ジ
。

六
〇 『
長
野
県
教
育
史　
第
三
巻
』、
三
三
二
ペ
ー
ジ
。

六
一 

「
長
野
県
告
示
第
九
十
七
号
」『
長
野
県
報
』
第
一
四
号
、
一
九
二
七
年
二
月

一
七
日
、
五
三
〇
ペ
ー
ジ
。

六
二 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
四
巻
』、
三
七
ペ
ー
ジ
。

六
三 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
四
巻
』、
三
八
ペ
ー
ジ
。

六
四 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
四
巻
』、
三
八
ペ
ー
ジ
。

六
五 

「
長
野
県
告
示
第
六
百
五
十
五
号
」『
長
野
県
報
』
第
三
〇
二
号
、
一
九
二
九
年

一
二
月
一
六
日
、
八
八
七
ペ
ー
ジ
。
要
件
は
、「
一
、
出
席
日
数　
全
学
年
授
業
日

数
ノ
九
〇
％
以
上
ノ
者
」「
二
、修
了
ノ
際
ニ
於
ケ
ル
裁
縫
科
成
績
七
〇
％
以
上
ノ
者
」

の
二
点
で
あ
っ
た
。

六
六 

「
長
野
県
告
示
第
九
十
五
号
」『
長
野
県
報
』
第
三
一
四
号
、
一
九
三
〇
年
二
月

三
日
、
一
五
三
―
一
五
四
ペ
ー
ジ
。
要
件
は
一
九
二
九
年・告
示
六
五
五
号
に
同
じ
。

六
七 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
四
巻
』、
三
九
ペ
ー
ジ
。

六
八 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
四
巻
』、
一
四
〇
ペ
ー
ジ
。

六
九 

「
長
野
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号
」『
長
野
県
報
』
第
三
四
一
号
、
一
九
三
〇
年

五
月
八
日
、
三
七
七
ペ
ー
ジ
。
要
件
は
一
九
二
九
年
・
告
示
六
五
五
号
に
同
じ
。

七
〇 

「
長
野
県
告
示
第
六
百
十
号
」『
長
野
県
報
』
第
三
七
〇
号
、
一
九
三
〇
年
八
月

一
八
日
、
九
六
四
ペ
ー
ジ
。
要
件
は
一
九
二
九
年
・
告
示
六
五
五
号
に
同
じ
。

七
一 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
四
巻
』、
四
〇
ペ
ー
ジ
。

七
二 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
四
巻
』、
四
一
ペ
ー
ジ
。

七
三 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
四
巻
』、
二
六
二
―
二
六
四
ペ
ー
ジ
。

七
四 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
四
巻
』、
四
一
ペ
ー
ジ
。

七
五 

「
長
野
県
令
第
七
号
」『
長
野
県
報
』
第
七
二
三
号
、
一
九
三
四
年
二
月
五
日
、

一
七
ペ
ー
ジ
。

七
六 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
五
巻
』、
三
―
四
ペ
ー
ジ
。

七
七 『
長
野
県
教
育
史　
第
三
巻
』、
一
一
三
四
ペ
ー
ジ
。

七
八 『
長
野
県
報
』
第
七
二
四
号
、
一
九
三
四
年
二
月
八
日
、
二
二
ペ
ー
ジ
。

七
九 

長
野
県
教
育
史
刊
行
会
編
集
・
発
行
『
長
野
県
教
育
史　
第
十
五
巻　
史
料
編

九
』、
一
五
一
―
一
五
七
ペ
ー
ジ
。

八
〇 『
長
野
県
報
』
第
一
四
七
二
号
、一
九
四
一
年
六
月
九
日
、七
七
―
七
八
ペ
ー
ジ
。
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八
一 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
五
巻
』、
一
五
九
―
一
六
〇
ペ
ー
ジ
。

八
二 『
長
野
県
教
育
史　
第
十
五
巻
』、
一
五
七
ペ
ー
ジ
。

八
三 『
長
野
県
教
育
史　
第
一
五
巻
』、
一
五
八
ペ
ー
ジ
。

八
四 「
文
部
省
令
第
六
号
」（
師
範
学
校
規
程
）『
官
報
』
第
四
八
四
三
号
、
一
九
四
三

年
三
月
八
日
、
二
三
六
ペ
ー
ジ
。

八
五 

『
長
野
県
教
育
史　

第
三
巻
』、
一
一
三
四
ペ
ー
ジ
。『
同　

第
十
五
巻
』、

二
二
二
―
二
二
四
ペ
ー
ジ
。

八
六 

「
長
野
県
告
示
第
七
号
」「
長
野
県
告
示
第
八
号
」『
長
野
県
報
』
昭
和
十
九
年

一
月
十
日
、
一
八
―
一
九
ペ
ー
ジ
。

八
七 

『
長
野
県
教
育
史　

第
三
巻
』、
一
一
一
五
ペ
ー
ジ
。『
同　

第
十
五
巻
』、

一
五
八
―
一
五
九
ペ
ー
ジ
。

八
八 「
長
野
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号
」『
長
野
県
報
』
昭
和
二
一
年
一
一
月
一
四
日
、

一
〇
四
九
―
一
〇
五
二
ペ
ー
ジ
。

八
九 

北
海
道
で
は
一
九
〇
一
年
以
降
、
現
職
小
学
校
教
員
で
「
成
績
優
等
」
者
は
本

人
が
出
願
せ
ず
と
も
無
試
験
検
定
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
静
岡
県
で
は

一
九
二
六
年
以
降
、
無
試
験
検
定
の
受
験
者
が
県
内
公
立
小
学
校
在
職
者
等
で
一
定

の
要
件
を
満
た
し
た
も
の
に
限
定
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

九
〇 

敗
戦
後
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
検
定
手
数
料
が
高
騰
し
た
。

令
和
三
年
十
月
一
日
受
理
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